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序     文 

 

インドネシア共和国は、2008 年に 9 年制義務教育（小学校 6 年と中学校 3 年）の完全達成を目指

していますが、いまだ中学校総就学率は 72％にとどまっています。また、同国政府は 2001 年に行政

全体を地方分権化し、中学校教育行政も中央から県に移管されましたが、十分な移行準備過程なく進

められたため、各学校へ配分される教育予算が急減したり、行政官・校長・教員間で権限が混乱し学

校運営に支障をきたしたりするなど、地方の教育行政が適切に機能していない状況にあります。この

ため、中学校就学の地位格差是正や教育内容の質的向上などの重要課題に対し、県政府が取り組むた

めの効果的な地方教育行政体制の確立が急務となっています。 
同国の教育行政分権化に対し、日本はこれまで開発調査「地域教育開発支援調査」や現地国内研修

「地域教育計画立案研修」を実施し、「教育開発のプライオリティは当事者（住民・学校）が一番知

っている」とのコンセプトのもと各コミュニティや学校の個別ニーズに柔軟に対応するべく、住民・

学校主体の教育改善モデルである「地方教育行政改善計画」（REDIP）モデルの開発と試験的導入を

支援してきました。しかし、本モデルを県教育行政官が真に自立的に実施していくためには、さらな

る行政能力強化と経験の蓄積が必要であり、また、開発調査で対象としたのは中部ジャワ州、北スラ

ウェシ州内の一部の県であり、REDIP モデルの地域的拡大を図ることが今後の課題となっていまし

た。そのため、2004 年 9 月より「地方教育行政改善計画プロジェクト」を実施し、①開発調査サイ

トにおける県教育行政官の計画・監理能力強化、②中学就学率の低い他地域に対する本モデルの展開、

を内容とした活動を展開しています。 
 今般、JICA は本プロジェクトの協力期間終了を控え、プロジェクト活動実績の整理・確認を行う

とともに、今後の協力を行ううえでの教訓・提言を取りまとめることを目的とし、終了時評価調査を

実施しました。 
 本報告書は終了時評価結果を取りまとめたもので、今後のプロジェクトの成果の展開に広く活用さ

れることを願うものです。 
 最後に、これまでのプロジェクトの実施について、ご協力いただいた内外の関係者各位に対し、心

から感謝の意を表します。 
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所長 坂本 隆
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略 語 表 

略語 正式名（英語） 日本語 

APBD  県政府予算 

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Regional Development Planning Board) 

地域開発企画局 

BEC-TF Basic Education Capacity Trust Fund 基礎教育キャパシティ信託基金 

BEGIN Basic Education for Growth Initiatives 成長のための基礎教育イニシアテ

ィヴ 

CLCC Creating Learning Communities for Children 「子どものための学習コミュニテ

ィの創造」プロジェクト 

COPSEP Community Participation in Strategic 
Education Planning for School Improvement

地域教育開発計画立案研修 

DBEP Decentralized Basic Education Project 基礎教育地方分権化プロジェクト 

Dinas P&K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
(Provincial, District/City Education & 
Culture Office) 

教育局（州政府や県・市政府の一

部門） 

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Regional 
Legislative Assembly) 

地方議会 

FC Field Consultant フィールドコンサルタント 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

KIT Kabupaten/Kota Implementation Team 
(District/Autonomous City Implementation 
Team) 

県/市実施チーム 

KKKS (K3S) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (Principal's 
Working Group) 

校長協議会 

MONE Ministry of National Education  国民教育省 

MORA Ministry of Religious Affairs 宗教省 

OJT On-the-job training オン・ザ・ジョブ・トレーニング 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリ

クス 

PLT Provincial Liaison Team 州リエゾンチーム 

REDIP 

（開発調査と区別

する場合は

「REDIP 3」、
REDIP-G などとの

対比においては

「REDIP-JICA」） 

Regional Education Development and 
Improvement Program 
 

（技術協力プロジェクト）地方教

育行政改善計画 

（本報告書においては当プロジェ

クトで採用されたものと同様のア

プローチやモデルおよびそれを採

用する他のプロジェクトや取り組

みも総称する） 



 

 

REDIP1 REDIP 1st Phase  （開発調査）地域教育開発支援調

査フェーズ 1 

REDIP2 REDIP 2nd Phase （開発調査）地域教育開発支援調

査フェーズ 2 

REDIP-G REDIP-Government 国民教育省版 REDIP 
（国民教育省による REDIP 型事

業） 

REDIP-P REDIP-Pengembangan 
(Developed version of REDIP) 

発展型州版 REDIP 
（州教育局による REDIP 型事業）

RENSTRA Rencana Strategis（”Strategic Plan” or 
“(National) Educational Development 
Strategic Plan”） 

戦略、開発計画 

（地方政府の「教育開発計画」や

国民教育省の「国家教育開発戦略」

も総称する） 
SISWA System Improvement through Sector Wide 

Approach 
セクター・ワイド・アプローチを

通じたシステム改善（世銀プロジ

ェクト） 

SMP Sekolah Menengah Pertama (Junior 
Secondary School) 

中学校 

TPK Tim Pengembangan SMP Kecamatan 
(Sub-district Junior Secondary School 
Development Team) 

郡中学校開発委員会 

UN Ujian Nasional (National Examination) 全国統一卒業試験 
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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要  

国名：インドネシア 案件名：インドネシア国地方教育行政改善計画 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 協力金額（終了時調査時点）： 829,822 千円 

(R/D): 2004 年 9月～2008 年 9月 先方関係機関： 国民教育省、宗教省、対象州・県

の教育事務所 

協力期間 

 日本側協力機関： 東京工業大学等 

他の関連協力：開発調査「地域教育開発支援調査」（REDIP フェーズ 1、2）、現地国内研修「地域教

育計画立案研修」(COPSEP) 

１. 協力の背景と概要 

１-１ 協力の背景 

 インドネシア共和国は 2008 年に 9年制義務教育の完全達成を目指していたが、中学校純就学率

は 62％（2004 年）にとどまっていた。また、同国政府は 2001 年に教育行政全体を地方分権化し

たが、十分な移行準備過程がなく進められたため、各学校へ配分される教育予算の急減、行政官・

校長・教員間の権限の混乱によって学校運営に支障をきたし、地方教育行政が適切に機能してい

ない状況にあった。 

同国の教育行政分権化に対し、日本はこれまで、現地国内研修「地域教育立案研修」(COPSEP、

1997～1998 年)、開発調査「地域教育開発支援調査」（REDIP1、2、1999 年～2004 年）を実施し、

各コミュニティや学校の個別ニーズに柔軟に対応すべく、住民・学校主体の教育改善モデルであ

る地方教育行政改善計画（REDIP）モデルの開発を試験的に導入してきた。REDIP モデルの具体的

特徴は、①郡中学校開発委員会、②プロポーザル方式の教育事業1である。同モデルをパイロット

地域に導入した結果、アクセス面では、中学校進学者の急増や中退者の減少などが多くのパイロ

ット郡で確認された。質の面では、パイロット地域の中学校における校長と教員による学校・授

業運営の活発化、生徒の学習意欲向上などが確認された。 

対象県政府も国民教育省も REDIP モデルを同国の現状に適した教育支援として高く評価してい

る。しかし、本モデルを地方教育行政官が真に自立的に実施していくためには、さらなる行政能

力強化と経験の蓄積が必要である。また、REDIP モデルの地域的拡大を図るため、同国は、①開

発調査サイトにおける地方教育行政官の計画・管理能力強化、②中学校就学率の低い他地域に対

する本モデルの展開、に関する技術協力プロジェクトの実施を日本に対し要請した。これを受け、

本プロジェクトは住民・学校主体の地方教育行政システムの普及を目的として 2004 年 9 月より 4

年間の協力期間で開始された。 

 

 

 

                                                  
1 学校や地域がそれぞれのニーズを反映させた活動計画を提案し、それに対して県行政が活動資金を割り当て、提案

された活動を実施させるもの。 
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１-２協力内容  

（１） 上位目標 

プロジェクト対象県/市の中学校教育のアクセス及び質が向上する。 

（２） プロジェクト目標 

プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデル（コミュニティ参加による学校主

体の教育行政モデル）が確立し、既存の教育行政システムに融合される。 

（３） アウトプット 

成果１（共通）：REDIP 型地方教育行政モデルの普及のための方策が講じられる。 

成果２（REDIP2 からの継続県）：中部ジャワ州ブレベス県、プカロンガン県、北スラウェシ

州ビトゥン市において、関係者（県教育局、郡、学校、コミュニティ等）が REDIP 型地方

教育行政モデルを自立的に実施することができるようトレーニングされる。 

成果３（REDIP3 からの新規県）：バンテン州の 2 パイロット県（セラン、パンデグラン）の

社会経済状況に応じた REDIP 型地方教育行政モデルが開発される。 

（４）投入（終了時評価時点） 

  ①日本側 

短期専門家派遣 9 名(81.21 人月) 機材供与 2,835 千円 

ブロックグラント 315,138 千円 研修員受入 16 名(8.0 人月) 

②相手側 

カウンターパート配置 23 名 機材購入  

ブロックグラント 275,000 千円 土地・施設提供  

  注：1インドネシアルピア=0.01159 円の統制レートで計算。 

 

２. 評価調査団の概要 

調査者 担当分野：氏名（所属先、職位）  

（１）団長/総括：牟田 博光（国立大学法人東京工業大学 理事・副学長） 

（２）比較分析：二瓶 直樹（JICA 人間開発部第 1グループ基礎教育第 1チーム職員）

（３）評価分析：三宅 隆史（社団法人シャンティ国際ボランティア会企画調査室長）

（４）協力企画：舘山 丈太郎（JICA インドネシア事務所 所員） 

（５）協力企画：松田 博幸（同上） 

調査 

期間 

 2008 年 2 月 24 日(日)～3月 15 日(土) 評価種類：終了時評価 

３. 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）アウトプットの達成状況 

成果１（共通）：REDIP 型地方教育行政モデルの普及のための方策が講じられる。 

REDIP 型地方教育行政モデルがプロジェクト対象県の教育行政によって自立的に運営され

るように、協力期間終了に向けプロジェクト対象地域では「REDIP Mandiri 会合」（Mandiri

（マンディリ）は「自立した」の意）というプロジェクト終了準備委員会を設け、自立運営
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に向けた活動を行っている。自立運営に向けてプロポーザルの質を担保することを目的に、

各県/市教育局はプロポーザル審査のためのチェックリストを作成し、プロポーザル審査を行

っている。審査チェックリストは各県/市で策定中の REDIP 運用ガイドラインに取り込まれる

予定である。 

プロジェクト対象地域以外への REDIP モデルの普及に関する具体的な取り組みとして、プ

ロジェクトのニュースレターを国民教育省、宗教省、国民教育省をはじめとした独自のイニ

シアティブで REDIP モデルを試行している地域に対しても配布し、REDIP の経験の共有を図っ

ている。インドネシア側独自のイニシアティブで REDIP モデルを試行している地域は、4 州

12 県にのぼる。これらのことから当該アウトプットは達成されたといえる。 

成果２（継続県）：中部ジャワ州ブレベス県、プカロンガン県、北スラウェシ州ビトゥン市におい

て、関係者（県教育局、郡、学校、コミュニティ等）が REDIP 型地方教育行政モデルを自立的

に実施することができるようトレーニングされる。 

地方教育行政官に対する研修は、第 1 年次 24 回、第 2 年次 8 回、第 3 年次 25 回、第 4 年

次 26 回と行われている。各学校と郡中学校開発委員会（TPK）から提出されたプロポーザル

のうち、最初の審査で承認されたプロポーザルは、ビトゥン市が 60%、ブレベス県とプカロン

ガン県は 95～98%である。対象地域によるプロポーザル事業のための予算は対象県/市と JICA

が締結したミニッツに準じて確保され、ビトゥン市は第 1年次から 100%自己予算、ブレベス

県とプカロンガン県の自己予算は第 1 年次の 40%程度から漸増し第 4 年次は 100%となってい

る。これらのことから当該アウトプットは達成されたといえる。 

成果３（新規県）：バンテン州の 2パイロット県（セラン、パンデグラン）の社会経済状況に応じ

た REDIP 型地方教育行政モデルが開発される。 

本プロジェクトで郡中学校開発委員会を設立したことで、郡内の学校間交流が活発になっ

ている。これまでは県レベルにしか存在しなかった校長会や教科別教員研修が、対象各郡に

おいては年間 6回から 12 回の頻度で開催されている。郡レベルでのスポーツ大会、文化祭、

教科コンテストも実施され、学校間活動が活発になってきている。結果として、郡内の校長

同士、教員同士の連帯感が生まれ、種々の学校間協力が行われるようになった。 

学校と保護者・地域との関係は、概して良好になっている。教師による生徒の家庭訪問の

頻度は高くなっている。保護者による学校訪問の頻度は微増している。学校と保護者のコミ

ュニケーションは良くなってきていると、保護者に受け止められている。これらのことから

当該アウトプットは達成されたといえる。 

 

（２）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標「プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデル（コミュニテ

ィ参加による学校主体の教育行政モデル）が確立し、既存の教育行政システムに融合される」 

プロジェクト目標の 5つの指標のうちほとんどは達成済みである。プロポーザル事業のための

資金に占める県/市予算の割合は、継続地域では 100%に達し、新規地域においては、ミニッツで

のコミットメントを大きく上回る 27%（セラン県）、23%（パンデグラン県）に達している。プロ

ポーザル事業を計画通りに実施した学校と郡中学校開発委員会（TPK）の割合は、ほぼ 100％に達

し目標値を大きく上回っている。新規地域の全対象郡で TPK が設立され、すべての対象中学校が
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REDIP モデルを導入した。唯一達成されていない指標は、プロジェクトによって雇用されたフィ

ードコンサルタントなしで REDIP を実施できる能力を有する県/市実施チーム（KIT）や指導主事

の割合である。継続対象地域では KIT メンバーについては 58%、指導主事については 50%と目標値

の 60%を下回っている。他方で、新規対象地域では KIT メンバー、指導主事ともに 59%と目標値の

40%を十分超えている。目標値に達していない継続地域であるベレベス県、ペカロンガン県の指導

主事については、指導主事に代わる手段として郡レベルの人材を活用したローカルファシリテー

ターの配置、研修が行われ、彼らの能力、意欲はフィードコンサルタントの能力に概ね近づきつ

つある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

REDIP3 から新規に対象地域となったセラン県、パンデグラン県の純就学率はそれぞれ 50%、43%

と国平均の 62%と比べてきわめて低い。また開発調査 REDIP フェーズ 1、2 で実施された REDIP

モデルを国全体に拡張していくための方法を確立するためには、REDIP1、2 からの継続対象県の

すべての郡や新規地域で本プロジェクトを実施する必要性が高い。本プロジェクトの取り組み

は、地方分権化政策の一環としての、コミュニティ参加による学校を主体とした運営に関する国

家政策に沿ったものである。本案件のアプローチの特徴である、①郡中学校開発委員会（TPK）

の設立を通じた郡レベルへの介入、②指導主事を含む県/市教育行政機関の能力強化、③対象郡

内の公立、私立、普通、宗教という 4種の中学校をすべて支援するという公平性、④プロポーザ

ルによる質改善を目的としたブロックグラントの供与、⑤教育改善プロセスにおける住民参加の

促進、新国家教育開発戦略計画（2005-2009）における 2009 年までに総就学率と粗就学率をそれ

ぞれ 96.6% と 69.9%に増加するという国家開発政策・戦略に沿ったものである。 

日本の対インドネシア援助政策上の位置づけについては、日本政府の「基礎教育に関する成長

とイニシアティブ」（BEGIN）との整合性が認められる。外務省の対インドネシア国別援助計画で

は、教育は優先分野の１つとされており、とりわけ、地方教育行政の改善、教育の質の改善（教

員の質と学校運営の改善）、教育のアクセスの向上がその重点とされている。以上のことから、

本プロジェクトの妥当性は非常に高いと判断される。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標「プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデル（コミュニテ

ィ参加による学校主体の教育行政モデル）が確立し、既存の教育行政システムに融合される」は

以下の点から概ね達成されたといえる。 

本プロジェクトの要請理由である①先行フェーズ（開発調査）からの継続地域における地方教

育行政官の計画・管理能力強化、②中学校就学率の低い他地域に対する本モデルの展開－につい

て、前者は協力期間の最終年度にはいずれの県/市もプロポーザル事業予算を 100%拠出している

こと（財政面での継続性）、自立的に REDIP を実施できる能力を有する県/市教育局職員、指導主

事、あるいはそれらの代替の人材が育ってきていること（行政側の人材面、技術面での継続性）、

その結果、ほとんどの学校と郡中学校開発委員会が提案したプロポーザルのとおりに活動してい

ること（現場の実施能力）から概ね達成されているといえる。後者については、新規対象県の全
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対象郡で郡中学校開発委員会が設立されたこと、全対象校で REDIP モデルを取り入れているこ

と、自立的に REDIP を実施できる能力を有する県/市教育局職員、指導主事が育ってきているこ

とから、達成されているといえる。以上のことから、本プロジェクトの有効性は非常に高いと判

断される。 

 

（３）効率性 

投入は日イ双方がタイミング、量ともにほぼ予定通り行い、所期の成果が達成された。成果

達成を阻害する影響はなかったものの、タイミングに関して次の問題点があった。日本側の投

入については第2年次にJICAの財政面の制約のために中部ジャワ州の対象県に対するプロポー

ザル事業予算が一時凍結されたことにより、カウンターパートの混乱を招き、学校、TPK に対

する送金が遅れた。インドネシア側の投入については、地方政府によるブロックグラント2拠出

を禁止する内務省通達があり、2007 年にビトゥン市ではプロポーザル事業予算の配賦が遅れ

た。 

効率性を高める工夫として、現場にインドネシア人のフィールドコンサルタントを配置した

こと、フィールドコンサルタントの役割と権限を次第に教育行政官、指導主事、ローカルファ

シリテーターに移譲するという戦略をとったこと、3 回のカウンターパート研修実施によって

カウンターパートの関与と動機が高まったことがあげられる。 

類似案件との比較による効率性を検証するために、プロポーザル事業に必要な費用の比較を、

ブロックグラント供与額（学校/TPK の活動予算）、研修等の費用、フィールドコンサルタント

費用を集計した上で行った。中央ジャワ州教育局のイニシアティブによる REDIP-P や国民教育

省のイニシアティブによる REDIP-G と比べて、本プロジェクトが 1TPK 当たりにかける費用（ブ

ロックグラント、研修、フィールドコンサルタントなど）は高いものの、1 校当たりにかける

費用は REDIP-G よりも低かった。よって本プロジェクトの投入量（特に各校/TPK に対するプロ

ポーザル事業予算）は、インドネシア側が独自に実施する上で参照性が高いと結論づけること

できる。以上のことから、本プロジェクトの効率性は高いと判断される。 

 

（４）インパクト 

上位目標のアクセス面について、就学率と中退率はともに改善しているものの REDIP とこれら

の因果関係は統計を見る限り断定できない。しかしながら、18 郡の TPK へのインタビュー結果

は、就学率、中退率の改善は REDIP の効果であるとの意見が多いことを示している。質的な側面

について生徒の学力は、全国統一卒業試験(UN)の結果によると、ブレベス県は中部ジャワ州 35

県・市のなかで 2002 年は 34 位だったのが、2006 年には 8位、2007 年には 13 位となり大幅に改

善された。しかし、他の継続地域（ブレベス市、プカロンガン県）の UN 結果はほぼ現状維持で

あり、対象地域全体を見る限り REDIP の影響を断定することはできない3。教師の能力や学校運

                                                  
2 使途を特定せずに予算計画・配賦する予算。本プロジェクトのように多数の予算配賦先があり、プロポーザル次第

で活動が変化する事業の予算化に適している。 
3 JICA 専門家がエンドライン調査の一環として行った TIMSS（Trends in International Mathematics and Science Study）
と呼ばれる数学と理科の到達度調査では、継続県の学校の生徒の能力値は新規県の学校、統制県の学校に比べて統計

的に有意に高いことを示している。しかし新規県の学校と統制県の学校の間には有意な差は見られなかった。これは、

学力に対する REDIP の効果の発現には一定の期間を要することを示唆していると考えられる。 
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営については、調査結果から REDIP によって教師の能力、やる気ともに改善し、学校運営も透明

性、説明責任が向上したことが明らかとなった。上位目標の指標は今後のモニタリングが必要で

ある。 

ポジティブなインパクトとして 4 点が挙げられる。第一に、2005 年度にインドネシア政府の

予算によって REDIP-G が開始された。終了時評価時点で 3 県 23 郡 300 校において REDIP をモデ

ルとするブロックグラントを通じた住民主体の学校改善事業が実施されている。第二に、同国政

府の基礎教育政策に影響を与えた。2008 年度中に世界銀行や他ドナーの支援を受け、国民教育

省によって策定される予定の基礎教育能力（Basic Education Capacity: BEC）とセクター・ワ

イド・アプローチによる教育システム改善（Education System Improvement through Sector-Wide 

Approaches: SISWA）に、REDIP アプローチの特徴である学校や郡のエンパワーメントが取り入

れられる予定である。これは、REDIP は政府の教育政策だけでなく他ドナーの基礎教育援助政策

にも影響を与えていることを意味する。第三に、同国政府による学校補助金の財務管理、会計報

告システムに REDIP が影響を与え、補助金の透明性や説明責任が改善した。第四に、REDIP 開始

前までは縦割り行政の弊害によって連携がみられなかった県レベルの教育行政機関（県教育局）

と宗教行政機関（県宗教事務所）の連携、協力が促進された。以上のことから、本プロジェクト

のインパクトは高いと考えられる。 

 

（５）自立発展性  

組織面については、国レベルの基礎教育開発計画に REDIP モデルが位置づけられ、その実施体

制は万全とはいえないものの REDIP-G という国民教育省独自のイニシアティブが進展している。

県レベルでは、すべての継続対象県・市の中期開発計画に REDIP が既に盛り込まれ、プロジェク

ト終了時前に現地化された REDIP のガイドラインが首長によって承認される予定である。これに

より REDIP によって設立された TPK の組織的継続性が保証される。新規対象県では、REDIP 実施

メカニズムである KIT、TPK が設立され、県教育局の年次計画に REDIP が盛り込まれている。州

レベルでは継続対象州は 2州とも中期開発計画に REDIP を融合済みである。 

財政面については、県レベルでは継続対象県は 100％のブロックグラントを負担している。ビ

トゥン市では内務省の規則の影響により、2007 年度に学校や TPK への資金配賦が遅れたので、

この点の調整が必要である。新規県は、2007 年のミニッツで合意された金額以上の予算を負担

している。州レベルでは州独自による REDIP-P の予算をすべての対象州が確保している。 

 人材・技術面については、フィールドコンサルタントへのアンケートによれば、県レベルで

は課題の種類は地域によって異なるものの、継続対象県・市の教育行政官は概ねすべて REDIP

の運営、学校・TPK へのファシリテーション、ステークホルダーへの啓発活動を行うための知識

と技能を十分備えている。新規対象県についても、KIT の能力が高まっているが、より効果的な

活動、透明性の高い運営を行うための能力強化が必要とされている。州レベルでは北スラウェシ

州、中部ジャワ州は REDIP 実施のための人材を豊富に有している。   

したがって、人材・技術面についてはプロジェクト終了時まで能力強化の努力が必要であるが、

国、州、県レベルの教育行政機関の強いオーナーシップのもとに REDIP モデルを教育開発計画に

融合済みであることから、組織面、財政面の持続性は保証されており、総合的な自立発展性は非

常に高いと判断される。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

第一に REDIP のアプローチのインドネシアの教育・社会状況に対する適合性、必要性の高さが、

ステークホルダーの教育改善に対する動機を高めた。第二に REDIP Mandiri（自立）ガイドライ

ンを作成したこと、州、県の中期開発計画に REDIP を盛り込むことに州、県教育局が成功したこ

とが、オーナーシップの醸成や自立発展性の保証に貢献した。第三に対象県・市によるブロック

グラントのコストシェアリングを計画時に設定し、ミニッツ（M/M）にも数値を盛り込んだこと

は、財政面の自立発展性に寄与した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

カウンターパート、TPK、校長、教員、親、住民の REDIP に対するオーナーシップの高さは特

筆に値する。教育行政機関から教員まで、学校運営にかかわるステークホルダーが、自分たちの

それまでの仕事のやり方やコミュニケーションのあり方を改善したことによって、REDIP は単な

る一時的なプロジェクトではなく、学校運営改善の日常的な活動となった。たとえば県教育局職

員は垂直的であった局内のコミュニケーションを水平的なものに変え、校長は毎日の業務を学校

開発計画に沿ったものに変えた。最終的には、今後も自分たち自身で REDIP を継続していくため

に、各県の規則や社会的・文化的背景を踏まえた、県独自の REDIP ガイドラインを作成している。

 

３－４ 問題点および問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

本案件は、プロジェクト終了時までに指導主事がフィールドコンサルタントの業務を引き継ぐ

ことを計画して活動を開始した。北スラウェシ州（ビトゥン市）では計画どおりに進んだ一方、

中部ジャワ州の 2県（ペカロンガン県とブレベス県）ではプロジェクト開始後 2年目の段階で上

記計画の達成が困難視されるに至った。その原因は、中部ジャワ州 2県の特徴（広大な面積と膨

大な学校数）であり、指導主事が各学校に対する技術指導やファシリテーションを行うにあたり

大きな制約となった。この補完手段として、上記 2県では地元の人材（校長、教員等）を活用し

たローカルファシリテーターの配置が行われた。ペカロンガン県は指導主事も増員し REDIP の実

施体制を強化している。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

外部要因ではあるが、カウンターパートの度重なる短期間での異動は、組織的・技術的な自立

発展性の確保を阻害した。2006 年に交付された内務省規則 13 号によって、2007 年度はブレベス

県とビトゥン市から学校・TPK へのブロックグラントの交付が遅れたことが、プロポーザル事業

の実施に少なからず支障をきたした。 

 

３－５ 結論 

本調査を通じて、本プロジェクトはインドネシアの国家教育政策と整合性を保っており、中間

評価調査時に改訂された PDM の活動、成果、プロジェクト目標は大部分達成されていることを確認

した。特に、継続地域（北スラウェシ州と中部ジャワ州）ではカウンターパートへの技術移転も順
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調であるだけでなく、各対象県により REDIP ガイドラインの作成・規定化や必要な経費の確保が実

現され、財政的・組織的な自立発展性が非常に高いことは特筆すべき点である。このような観点か

ら、モデルサイトにおいて、地方教育行政は、REDIP モデルを土台として、地域の教育ニーズに対

応した学校運営を推進するために必要な技術と財政的な支援を提供できるようになったと言って

よい。 

他ドナーの援助プロジェクトに REDIP のモデルが適用されていることに加え、REDIP-G、REDIP-P

そして地方分権化予算による県版 REDIP が開始されている状況から、本モデルはインドネシアの教

育環境において、主体的な学校運営の改善や地方教育行政のキャパシティデベロップメントに対し

て、このアプローチが有効かつ持続可能なものであることを示している。 

 

３－６ 提言 

（１）プロジェクトの残り期間（短期的な取り組み）  

① バンテン州の出口戦略策定の必要性 

プロジェクトの終了時までにバンテン州では、現在のプロジェクト活動を継続・維持するため

の実現可能な出口戦略の策定が行われるべきである。出口戦略は県によって独自に実施されるよ

うに財政的・組織的な計画を含む必要がある。  

② 指導主事とローカルファシリテーターのさらなる能力開発 

フィールドコンサルタントから指導主事とローカルファシリテーターへの技術移転は、プロポ

ーザル型の学校・TPK 活動をある程度の質を伴った形で将来的に継続させるために残された重要

な課題である。 

③ 州政府によるモデルの普及のためのさらなるファシリテーションの重要性 

対象州の他県へ REDIP モデルを推進するためには、州政府が全県に呼びかけて調整しファシリ

テーションを行う必要がある。特に、北スラウェシ州では、州の規模が比較的大きくないことか

らも全県へのモデル普及を実現するのは可能な状況にあると考えられる。 

④ REDIP モデルの有効性をインドネシアの関連教育機関や他の援助機関へアピールすること 

本プロジェクトの達成度と成果は、プロジェクト終了までにワークショップやセミナーを開催

したり、ドナー会合の場などを利用したりして、関連するインドネシアの教育機関や他の援助機

関に対して広く共有されるべきである。 

 

（２）プロジェクトの終了後（長期的な取り組み） 

① REDIP ネットワーク（REDIP フォーラム）の設立 

これまで REDIP を実施してきた異なる地域やレベル（県、州、国）に属する主要関係者間でグ

ッドプラクティス、戦略、取り組んだ課題を共有し、関係者が REDIP を継続するモチベーション

と刺激を維持するために、REDIP フォーラムのような場が設立されるべきである。 

② 質を伴った形での現地化とさらなる普及  

プロポーザル式活動の質を確保するために REDIP モデルの各サイクルに対して、最低限の基準

を設けるべきである。 

③ 国家戦略・政策や中央レベルの REDIP モデルプロジェクトをモニタリングする機能の必要性

REDIP モデル普及のための国民教育省の役割はより重要になっており、モニタリングと評価に
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関する国民教育省の機能が強化されるべきであり、開発援助機関からのさらなる技術援助が必要

とされている。  

 

３－７ 教訓  

（１）アプローチの効果 

① 郡単位での TPK の形成と設立 

TPK は、郡と学校間のつながりという縦の関係を強くするとともに、対象郡内の学校間の連携、

横の連携も強化した。郡という単位は、地域特有の問題解決のためにコミュニティによる参画や

共同活動を促すのに適切な規模であったといえる。  

② 中学校と郡に対する同時並行的な介入 

REDIP では学校運営員会と郡中学校開発員会という 2 つのユニットに対して同時並行的にアプ

ローチしたことによって、コミュニティの積極的な参加を導き、TPK と学校それぞれの活動にお

いて相乗効果を生み出した。 

③ 対象郡の全中学校に対する一律な支援（選定されたパイロット校ベースの支援ではないこと）

REDIP の協力対象郡においては、国民教育省と宗教省傘下の公立学校と私立学校の全中学校（4

形態）や郡中学校開発委員会に協力したことが、受益者側に、平等に支援を受けているという認

識を与え、それが、同じ郡内の学校間における交流事業や協力の活性化につながった。 

④ 多層にわたる関係者の巻き込みと、関係者間の役割と責任の明確化 

本プロジェクトは、関係する様々なレベルの関係者をプロジェクトの枠組みに多層的に参画さ

せ、それぞれの果たすべき役割と責任を明確にしている。 

・ 国民教育省（中央政府）：主体的学校経営のための国家政策の観点から REDIP を監督する。

・ 州教育局：県によって実施される REDIP を監督し、活動を支援し、そして REDIP モデルを他

地域へ普及するための計画を策定する。 

・ 県教育局：プロジェクト活動の実施全過程に主体的にかかわる。 

・ TPK：郡内の全中学校を調整しファシリテートする。 

⑤ ボトムアップのニーズを支援したこと 

REDIP は、学校と郡という最末端の単位にアプローチし、ボトムアップ（下から）のニーズに

応えることによって、本当に生徒にとって必要である学校活動を民主的なプロセスを経て実現さ

せた。また、コミュニティの学校教育に対する重要性の認識を強固なものにし、学校改善のため

に、寄付や労働力の提供などといった貢献を引き出し、積極的な行動を実現させている。 

⑥ プロジェクト実施のためのローカル人材の参画と地方行政との協働作業 

REDIP3 では、プロジェクト実施において現地の人材を積極的に活用し、ローカル人材の活用が

技術協力のための効果的な手段であることを証明した。ただし、能力開発のためのファシリテー

ターとして効果的に現地のコンサルタントを活用するためには、彼らの役割が明確に定義され、

重要な関係者によって共有される必要がある。 

⑦ 透明性と説明責任の保証 

学校運営への住民参加を促すためには、学校が保護者、住民からの信頼を得ることがまず必要

であり、その鍵となるのが、資金の透明性を確保し説明責任を果たすことである。REDIP モデル

で開発された活動報告、会計報告のシステムと研修方法は、簡便で適切な情報開示の方法を示し
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ている。 

⑧ ブロックグラントの投入 

学校にて計画された活動を実行に移すために、ブロックグラントはコミュニティからのマッチ

ングファンドや他の学校運営補助金と合わせて、最大限に活用されるべきである。ブロックグラ

ントは学校活動を実現するためだけではなく、地方分権化の中で地方教育行政のオン・ザ・ジョ

ブ・トレーニング（OJT）活動的な意味合いを持ち重要な役割を果たした。ただし、ブロックグ

ラントの投入を検討するにあたっては、投入後の自立発展性を考えること、そして被援助国の社

会経済的な状況や学校あたりの適切なグラント金額が慎重に計上・査定されることが前提条件で

ある。 

   

（２）アプローチの自立発展性 

① 中央政府の役割と責任の明確化 

国家レベルの教育改善政策に一致した形で REDIP 型アプローチを維持し、普及させるために、

中央政府が一定の役割と責任を果たすことが重要である。現在の協力対象地域における活動の継

続と将来的な対象地域の拡大にあたっては、中央政府は関係者に対して必要な措置や支援を行う

必要がある。 

② ガイドライン作成と組織化 

プロジェクトの自立発展性を確保するために、現地の特殊性に即した形で、独立したガイドラ

インを作成することによって出口戦略を立て、そのガイドラインが県や州の教育開発計画に取り

入れられ、自治体の首長によって公式に組織として認められることが肝要である。  

③ 地方教育行政の能力開発 

学校と郡単位の双方でボトムアップの活動を維持するためには、地方教育行政官の能力開発は

必要不可欠である。彼らの積極的な支援があってこそ、学校・TPK と地方教育行政間の良好な関

係が構築されていく。さらに、これは学校、TPK そして地域の人々からの信頼を得るための重要

な要因である。 

④ 関係者への REDIP の有効性に関するアドボカシー 

プロジェクトの活動に政治リーダーへのアドボカシーを組み込むことが、ブロックグラント等

のローカルコストに対する財政確保のために不可欠である。また、コミュニティリーダー（郡長

など）を郡中学校開発委員会のメンバーとして参画させることは、アドボカシーのためにも有効

である。 

⑤ 各対象県とのミニッツの締結 

各行政関係者の役割と責任を明確にするために、対象県と JICA の間で M/M を締結することは、

財政的・組織的な観点から行政関係者の強力な関与と主体性を引き出す上で効果的な手段となり

うる。 
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第１章 終了時評価調査の概要 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 インドネシア共和国は 2008 年までに義務教育の完全達成を目指しているが、いまだ中学校総就学

率は高くない水準にとどまっている。また、同国政府は 2001 年に教育行政全体を地方分権化したが、

十分な移行準備過程がなく進められたため、地方教育行政が適切に機能していない状況にあった。 
 同国の教育行政分権化に対し、日本はこれまで、開発調査「地域教育開発支援調査」や現地国内

研修「地域教育計画立案研修」を実施し、各コミュニティや学校の個別ニーズに柔軟に対応すべく、

住民・学校主体の教育改善モデルである地方教育行政改善計画（Regional Education Development and 
Improvement Program: REDIP）モデルの開発を試験的に導入してきた。REDIP モデルの具体的特徴

は、①郡中学校開発委員会（Tim Pengembangan SMP Kecamatan: TPK）、②プロポーザル方式の教育

事業である。同モデルをパイロット地域に導入した結果、アクセス面では、中学校進学者の急増や

中退者の減少などが多くのパイロット郡で確認された。質の面では、パイロット地域の中学校校長

と教員による学校・授業運営の活発化、生徒の学習意欲向上などが確認された。 
 対象県政府も国民教育省（Ministry of National Education: MONE）も、同モデルをインドネシアの

現状に適した教育支援として高く評価している。しかし、同モデルを地方教育行政官が真に自立的

に実施していくためには、さらなる行政能力強化と経験の蓄積が必要である。また、同モデルの地

域的拡大を図るため、同国は、①開発調査サイトにおける地方教育行政官の計画・管理能力強化、

②中学校就学率の低い他地域に対する同モデルの展開、に関する技術協力プロジェクトの実施を日

本に対し要請した。これを受け、本プロジェクトは対象地域において住民・学校主体の地方教育行

政システムの普及を目的として開始された。 
この度、本プロジェクトが 2008 年 9 月に協力期間を終えることから、これまでの活動状況や中

間評価時に示された提言・教訓に対する進捗状況を把握し、評価 5 項目の観点から評価を実施する

とともに、今後に向けての提言・教訓を抽出することを目的に終了時評価調査団が派遣された。 
 
１－２ 終了時評価調査の目的 

（１）これまで実施した協力活動全般について、当初計画に照らし計画達成度（投入実績、活動実

績、プロジェクト成果の達成状況）を把握する。 
（２）前項を踏まえて、JICA 事業評価ガイドラインによる評価 5 項目の観点からプロジェクトの評

価を行う。 
（３）評価結果から他のプロジェクトの形成、運営、評価等の参考となる教訓を導き出すとともに、

日本側とインドネシア側の今後の対応等につき提言を行う。 
（４）プロジェクトが支援している教育マネージメントの改善モデル（ボトムアップ型の学校運営

改善と地方教育行政改善）の現地化による定着のための計画と他地域拡大に向けたインドネシア

側の今後の計画やイニシアティブについて確認し、すでに要請されている次期案件に向けた提言

を行う。 
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１－３ 調査団の構成 

担当分野 氏  名 所属 

団長/総括 牟田 博光 国立大学法人東京工業大学 理事・副学長 

比較分析 二瓶 直樹 JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 1 チーム 職員 

評価分析 三宅 隆史 社団法人シャンティ国際ボランティア会 企画調査室長 

協力企画 舘山 丈太郎 

松田 博幸 

JICA インドネシア事務所 職員 

同上 

インドネシア側 

団員 

Ms. Mega 

Ms. Niken Sari 

国民教育省 初中等教育管理総局 

同上 

※本終了時評価は、インドネシア側と日本側の合同評価調査という形で行った。 

※本調査と同じタイミングで、プロジェクト研究「ボトムアップ型の学校運営改善・地方教育行政アプローチの有

効性と課題」の現地調査を実施した。 

 

１－４ 調査日程 

現地調査：平成 20 年 2 月 24 日(日)～3 月 15 日(土) 
（二瓶団員は 3 月 4 日から、牟田団長は 3 月 9 日から現地入り） 

日付 曜日 時間 用務・訪問先等 

2008/2/24 Sun   （三宅団員ジャカルタ着）  

2008/2/25 Mon 8:30-12:00 

12:30-13:30 

14:00-16:00 

団内打ち合わせ 

宗教省イスラム教育マドラサ総局 

国民教育省初中等教育管理総局 

2008/2/26 Tue  

10:00-11:00 

11:30-13:00 

14:00-15:00 

ジャカルタ→ボゴール(REDIP-G サイト) 

ボゴール県教育局 

中学校(SMPN1 Caringin)、TPK(Caringin) 

中学校(MTs Sirajul Wildan) 

2008/2/27 Wed 11:00-12:00 

18:00-23:20 

アジア開発銀行 

ジャカルタ→マナド 

2008/2/28 Thu  

08:00-09:00 

09:30-10:30 

11:00-12:00 

13:30-15:30 

北スラウェシ州ビトゥン 

中学校(SMPN1 Bitung) 

TPK(Bitung Tengah) 

中学校(SMP Don Bosco) 

ビトゥン市教育局 

2008/2/29 Fri 08:30-10:30 

13:15-16:45 

北スラウェシ州教育局 

マナド→ジャカルタ 

2008/3/1 Sat   書類整理 

2008/3/2 Sun  

17:10-18:10 

書類整理 

ジャカルタ→スマラン 

2008/3/3 Mon 09:00-12:00 

 

中部ジャワ州教育局 

スマラン→ブレベス 
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2008/3/4 Tue  

08:00-09:30 

09:35-11:00 

11:15-12:40 

14:00-15:00 

中部ジャワ州ブレベス 

ブレベス県教育局 

中学校(SMPN3 Bulakamba)  

TPK(Wanasari) 

ガイドライン完成式典 

ブレベス→プカロンガン  

（二瓶団員インドネシア到着） 

2008/3/5 Wed  

10:00-12:00 

13:00-15:00 

中部ジャワ州プカロンガン 

ガイドライン完成式典 

プカロンガン県教育局 

2008/3/6 Thu 08:30-10:00 

10:30-12:00 

17:00-18:00 

TPK(Sragi) 

中学校(SMP Muhammadiyah Wiradesa) 

スマラン→ジャカルタ 

2008/3/7 Fri   書類整理 

2008/3/8 Sat  書類整理 

2008/3/9 Sun   書類整理（牟田団長インドネシア到着） 

 ジャカルタ→バンテン 

 

09:30-11:00 

11:30-13:00 

13:30-14:00 

14:30-16:00 

GroupA: セラン県 

セラン県教育局 

中学校(MTs Kulni Cikande) 

中学校(SMP PGRI) 

TPK(Cikande) 

2008/3/10 Mon 

 

10:00-11:00 

11:10-12:10 

13:30-15:30 

GroupB:パンデグラン県  

中学校(Mts Al Hidayah karang Tanjung) 

TPK(Karang Tanjung) 

パンデグラン県教育局 

2008/3/11 Tue  

08:30-10:00 

10:00-12:00 

13:00-15:00 

ジャカルタ→バンテン 

バンテン州教育局 

中学校(MTs Nurul Falah)、TPK(Serpong) 

中学校(SMPN1 Serpong) 

2008/3/12 Wed 10:00-13:00 

14:00-16:00 

団内協議 

ミニッツ協議 

2008/3/13 Thu 09:30-10:30 

11:00-12:30 

国民教育省 

国際協力銀行ジャカルタ支店 

2008/3/14 Fri 09:00-10:00 

11:00-12:00 

13:30-14:30 

ミニッツ署名 

JICA 事務所報告 

大使館報告 

2008/3/15 Sat   帰国 
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 第２章 プロジェクトの概要 

 

２－１ 背景  

インドネシアは 2008 年に 9 年制義務教育の完全達成を目指しているが、いまだ中学校総就学率

は 72％にとどまっている。また、同国政府は、2001 年に教育行政全体を地方分権化したが、十分

な移行準備過程がなく進められたため、各学校へ配分される教育予算が急減する、行政官・校長・

教員間で権限が混乱し学校運営に支障をきたすなど、地方の教育行政が適切に機能していない状況

にあった。 
 同国の教育行政分権化に対し、日本はこれまで、開発調査「地域教育開発支援調査」や、現地国

内研修「地域教育計画立案研修」を実施し、各コミュニティや学校の個別ニーズに柔軟に対応すべ

く、住民・学校主体の教育改善モデルである地方教育行政改善計画（REDIP）モデルの開発を試験

的に導入してきた。REDIP モデルの具体的特徴は、①郡中学校開発委員会、②プロポーザル方式

の教育事業である。同モデルをパイロット地域に導入した結果、アクセス面では、中学校進学者の

急増や中退者の現象などが多くのパイロット郡で確認された。質の面では、パイロット地域の中学

校における校長と教員による学校・授業運営の活発化、生徒の学習意欲向上などが確認された。 
 対象県政府も国民教育省も REDIP モデルを同国の現状に適した教育支援として高く評価してい

る。しかし、本モデルを地方教育行政官が真に自立的に実施していくためには、さらなる行政能力

強化と経験の蓄積が必要である。また、REDIP モデルの地域的拡大を図るため、同国は①開発調

査サイトにおける地方教育行政官の計画・管理能力強化、②中学校就学率の低い他地域に対する本

モデルの展開、に関する技術協力プロジェクトの実施を日本に対し要請した。 
  これを受け、本プロジェクト「地方教育行政改善計画」は、対象地域において住民・学校主体

の地方教育行政システムの普及を目的として、2004 年 9 月から 4 年間実施する技術協力プロジェク

トとして開始された。 
 
２－２ 目的 

 本プロジェクトでは、開発調査の成果を踏まえ、REDIP モデルの定着に向けて、県/市教育局の

行政官をはじめとした REDIP 関係者の人材育成を目的としている。現行のプロジェクト・デザイ

ン・マトリクス（Project Design Matrix: PDM1）（合同評価報告書の Annex 10 参照）の概要は以下の

とおりである。 

上位目標 プロジェクト対象県/市の中学校教育のアクセスと質が向上する。 

プロジェクト目

標 

プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデル（コミュニティ参

加による学校主体の教育行政モデル）が確立し、既存の教育行政システムに融

合される。 

成果 １（共通）：REDIP 型地方教育行政モデルの普及のための方策が講じられる。

２（継続県）：中部ジャワ州ブレベス県、プカロンガン県、北スラウェシ州ビ

トゥン市において、関係者（県教育局、郡、学校、コミュニティ等）が REDIP
型地方教育行政モデルを自立的に実施することができるようトレーニングさ
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れる。 

３（新規県）：バンテン州の 2 パイロット県（セラン、パンデグラン）の社会

経済状況に応じた REDIP 型地方教育行政モデルが開発される。 

 
２－３ 評価対象 

 プロジェクト・サイトの北スラウェシ州ビトゥン市、中部ジャワ州ブレベス県およびペカロンガ

ン県、バンテン州セラン県およびパンデグラン県が対象である。北スラウェシ州および中部ジャワ

州の 1 市 2 県は前フェーズ（開発調査時）から継続して対象とされていた県であり、バンテン州の

2 県は本フェーズ（REDIP3）において新たに対象となった新規県である。 

2-2 REDIP3 の対象 (2006 年 7 月現在)  

 州 県/市 対象郡数 対象となる学校 対象校数 

北スラウェシ ビトゥン 5 (5 郡中) 26 

ブレベス 17 (17 郡中) 179 

アウトプット 1 

 中部ジャワ 

 ペカロンガン 19 (19 郡中) 86 

セラン 14 (32 郡中) 142 アウトプット 2 

 

バンテン 

バンデグラン 10 (26 郡中) 

 

すべての中学校 

91 

計 65 (99 郡中) - 524 

出所: 第 2 年次業務完了報告書（2006 年 7 月） 

 
REDIP3 の対象ではないが、インドネシア政府が 2005 年 3 月から自主的に実施しているプログラ

ムとして REDIP-G がある。ジャカルタ近郊の 3 つの県における 9 郡を対象とし、郡中学校開発委員

会（TPK）と学校に配賦されるブロックグラント等実施に必要な全経費は、国民教育省初中等教育

管理総局予算で賄われている。REDIP-G の主な目的は、①現行のインドネシア行政システムにおい

て、県行政官によって REDIP モデルが効果的に実施し得るかを検証すること、 ②中学校の総就学

率が低い地域において就学率を向上させること、である。REDIP-G の対象となる活動は、教育のア

クセスの改善、質の向上、マネージメントの強化に関連するものである。 

JICA 専門家チームは、REDIP-G の計画・準備段階において技術支援を行った。REGIP-G は本評

価調査の対象ではないが、REDIP3 のインパクトや自立発展性の観点から分析の対象とした。 
 

表 2-1 REDIP-G の対象 (2006 年 7 月現在) 

 州 県/市 対象郡数 対象となる学校 対象校数 

ボゴール 3 (40 郡中) 30 西ジャワ 

 ブカシ 3 (23 郡中) 62 

 

REDIP-G 

バンテン タンゲラン 3 (26 郡中) 

 

非常に高い水準の学校を

除くすべての中学校 34 

計 9 (89 郡中) - 126 

出所: 第 2 年次業務完了報告書（2006 年 7 月） 
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２－４ REDIP 3 の枠組み 

本評価対象となる REDIP3 の枠組みは図 2-1 に示すとおりである。図には前フェーズ（開発調査

1 と 2）も含む。 
図 2-1 評価対象プロジェクトの枠組み1 

 

 

 

 

                                                  
1 REDIP3 の PDM0 と REDIP 関連文書をもとに調査団が作成。図は合同評価報告書（英文）のまま。 

   REDIP 1               REDIP 2               REDIP3 

（1999-2001）            （2002-2005）             （2004-2008） 
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第３章 プロジェクトの実績 

 

３－１ 投入 

３－１－１ 日本側の投入 

日本側の投入はインドネシア国民教育省と JICA が署名を交わした合意議事録（R/D）、REDIP3
対象県/市と JICA が署名を交わしたミニッツ（M/M）に基づいて実施されている。 
 

（１）専門家派遣 

担当業務ごとに原則 1 人、途中交代を含め延べ 10 人で、以下の表のとおり合計 81.21 人月の専門

家を派遣した。 

担当業務 M/M   

総括/教育開発計画 9.33 副総括/地域開発 8.20

地方教育行政/マイクロプランニング 1-1 9.50 地方教育行政/マイクロプランニング 1-2 7.40

地方教育行政/マイクロプランニング 2-1 7.44 地方教育行政/マイクロプランニング 2-2 19.43

教育統計/インパクト調査 9.17 学校運営 8.07

研修計画 2.67  

  合計 81.21

 

（２）研修員受入 

延べ 16 人を受け入れた。 

2003 年度 2005 年度 2007 年度 合計 

3 人 7 人 6 人 16 人 

 

（３）供与機材 

総額 283 万 5 千円の機材が供与された。主な機材は、デジタル・ビデオカメラ、デジタル・カメ

ラ、コンピューター、プロジェクター等である。 
 
（４）プロポーザル事業費 

  計 
2004.9～

2005.7 

2005.9～

2006.7 

2006.9～

2007.7 

2007.9～

2008.8 

北スラウェシ州 ビトゥン市 0 0 0 0 0

ブレベス県 4,426.19 2,210.92 1,485.51 729.76 0
中部ジャワ州 

プカロンガン県 2,993.18 1,496.74 995.76 500.68 0

セラン県 10,195.86 0 3,612.98 3,689.78 2,893.10
バンテン州 

パンデグラン県 7,409.40 0 2,670.00 2,585.60 2,153.80

 合計 25,024.63 3,707.66 8,764.25 7,505.82 5,046.90
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３－１－２ インドネシア側の投入 

（１）カウンターパートの配置 

ジャカルタの国民教育省初中等教育管理総局、北スラウェシ州教育局、ビトゥン市教育局、中部

ジャワ州教育局、ブレベス県教育局、プカロンガン県教育局、バンテン州教育局、セラン県教育局、

パンデグラン県教育局にそれぞれカウンターパート（C/P）が配置された。 
 

（２）施設の供与 

インドネシア側により、プロジェクト実施に必要な施設や事務所等が提供された。 
 
（３）プロポーザル事業費等 

１）国民教育省 

REDIP-G 事業費（単位：百万ルピア） 

 計 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

西ジャワ州（ボゴール、

ブカシ） 

バンテン州（タンゲラン）

学校   32,500 

TPK      990 

その他  4,800 

学校   12,500 

TPK     270 

その他  1,500 

学校  10,000 

TPK     270 

その他  1,500 

学校   10,000 

TPK      450 

その他   1,800 

合計  38,290        14,270        11,770        12,250 

 

REDIP 普及のための地方分権化予算（国から州へ配賦）（単位：百万ルピア） 

 計 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

北スラウェシ州 490.12 300.00 190.12 なし 

中部ジャワ州 672.61 300.00 372.61 なし 

バンテン州 

523.51      

(出展：国民教育省) 

392.47      

(出展：州教育局) 

330.00 

193.51        (出

展：国民教育省) 

62.47         (出

展：州教育局) 

なし 

合計 1,686.24      

(出展：国民教育省) 

1,555.20      

(出展：州教育局) 

930.00 

756.24        (出

展：国民教育省) 

625.20        (出

展：州教育局) 

なし 

 

２）州政府（単位：百万ルピア） 

 計 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

北スラウェシ州 ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ: 113.00 Others:   50.00 Others:   63.00

中部ジャワ州 
ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ: 237.00

その他:  163.00

ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ:112.00 

その他:   38.00 

ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ:125.00

その他:  125.00

バンテン州 
ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ:1,250.00

その他: 1,310.29 その他: 336.90
その他:  247.84 

ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ:1,250.00

その他:  725.55
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合計 ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ:1,487.00

その他: 1,586.29 その他: 336.90

ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ:112.00 

その他:  335.84 

ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄ: 1,375.00

その他:  913.55

* 「ブロックグラント」とは、REDIP モデルを州内のプロジェクト対象県以外に普及するためのブロックグラ

ントを指す。 

** 「その他」には、事務経費、ソーシャリゼーション2、評価・モニタリングのための経費が含まれる。 

 

３）県政府 

TPK・学校向けブロックグラント（単位：百万円）  

  計 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

北スラウェシ州 ビトゥン市 1,566.60 558.00 634.20 374.40

ブレベス県 7,210.00 1,910.00 2,300.00 3,000.00
中部ジャワ州 

プカロンガン県 4,626.37 997.80 1,496.97 2,131.60

セラン県 
JICA: 645.57

非 JICA: 167.00
0 0 

JICA: 645.57

非 JICA: 167.00
バンテン州 

パンデグラン県 
JICA: 414.00

非 JICA: 330.00
0 157.50 

JICA: 256.50

非 JICA: 330.00

 合計 
JICA: 14,462.54

非 JICA: 492.00
3,465.80 4,588.67 

JICA: 6,408.07

非 JICA: 497.00

 

その他費用: KIT 運営費、ワークショップ、ソーシャリゼーション、評価・モニタリング、他（単

位：百万円） 

  計 2005 年度 2006 年度 2007 年度

北スラウェシ州 ビトゥン市 76.10 20.00 30.50 25.60 

ブレベス県 50.00 0 0 50.00 
中部ジャワ州 

プカロンガン県 0 0 0 0 

セラン県 367.65 130.00 150.00 87.65 
バンテン州 

パンデグラン県 376.00 230.00 92.50 53.50 

 合計 869.75 380.00 273.00 216.75 

３－２ 活動の進捗状況 

PDM 上の活動の実績は以下のとおり。 
 

表 3-1 活動実績 

活動 実績（2008 年 2 月時点） 

1-1 REDIP ニュースレターを対象県

と非対象県に定期的に配布する。 

毎月 6,395 部を配布。内訳は 4,130 部がプロジェクト対象県/市、1,910 部

がプロジェクト対象州の非対象県/市、895 部が非対象州、15 部が中央

省庁。 

                                                  
2 普及セミナー。広報普及活動。 
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1-2 REDIP モデルの現地化を推進

するため、中央と地方の C/P 等と関

係者分析を含め、モニタリング、評

価を行う。 

モニタリング、評価は定期的に行われている。関係者分析についても追

加実施された。中央レベルでは、2007 年の REDIP-G レビュー・ワークシ

ョップと合同調整委員会（JCC）で、継続県/市では 2005 年 10 月以降に

行われている REDIP Mandiri 会合で実施された。 

1-3 上記分析に基づき、各県が現地

化に向けた活動計画を策定すること

を支援する。 

継続県/市では、REDIP Mandiri 会合を通じて、REDIP Mandiri ガイドライ

ンが作成された。ブレベス県とプカロンガン県では、2008 年 3 月第一週

に製本・印刷され、既に関係者に配布されている。 

新規県では、今後 3 年の計画をまとめた「将来の REDIP に向けたフレー

ムワーク」を作成した。 

1-4 各県の C/P と共に、プロポーザ

ルの品質保証のためのミニマム・ス

タンダードを策定する。 

パンデグラン県を除いた各県/市で、品質保証のためのプロポーザル・

チェックリストが作成された。 

1-5 REDIP-G との情報共有と相互

学習を目的とした場（ワークショップ

等）を設け、かつ REDIP-G と本プロ

ジェクトの調整が必要とされる事項

を抽出する。 

2007 年 5 月 8 日から 11 日まで REDIP-G 交換事業が行われた。

REDIP-JICA の対象州/県/市から 147 人が REDIP-G 対象県 3 県の学

校と TPK を訪問した。最終日のワークショップには、両 REDIP 対象県の

参加者のほか、国民教育省から 2 人、REDIP-G の県テクニカル・チーム

からの 6 人も参加した。午前中のセッションでは、交換事業から学んだこ

とが発表され、午後のセッションでは対象州/県/市から独自の取り組み

に関する発表があり、活発な討議が行われた。 

 

2007 年 7 月 5 日には、REDIP-G レビュー・ワークショップが国民教育省

で開催された。本ワークショップの目的は、①REDIP-G 対象県関係者と

交換事業に参加した REDIP-JICA 対象県/市関係者が REDIP-G の進捗

をレビューする、②REDIP タイプの学校改善事業はどうすればより良くな

るかを討議する、ということであった。 

1-6 国民教育省に対し、REDIP モデ

ルを現地化するための技術支援を

行う。  

日本人専門家チームは、2005 年以来国民教育省に対して様々な技術

支援を行ってきている。一例としては、ファシリテーター研修の計画とファ

シリテーターの活動の共同モニタリングが挙げられる。2008 年には、国

民教育省は REDIP-G の規模を現在の 400 パケット3から 1,000 パケット

（約 250 億ルピア）に拡大する計画である。これに関連して、日本人専門

家は対象地域の選定と実施体制の強化について助言を行った。 

1-7 政治的指導者層に対し、REDIP

に関する啓発を行う。 

REDIP モデルの広報用ビデオ「教育は市民の可能性を高める」を 2007

年に作成した。 

                                                  
3 1パケットは約2500万ルピア。各学校、TPKに供与されるブロック・グラントはパケット単位で計算される（例：

A校は2パケット、B校は3パケットなど）。 
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2-1 フィールドコンサルタントの機能

を行政官に移転する研修を行う（プ

ロポーザル作成と審査、事業モニタ

リング、評価など）。 

指導主事と県/市実施チーム（KIT）メンバーのプロポーザル事業管理能

力の向上を目的として、3 日間の研修がジャカルタで行われた。講師は

フィールドコンサルタントが務めた。研修の後には、オン・ザ・ジョブ･トレ

ーニング（OJT）が行われ、フィールドコンサルタントが指導した。研修を

受けた指導主事は、KIT（行政）と TPK・学校（現場）の橋渡しをするほ

か、学校における REDIP 活動（プロポーザルや会計報告書の作成指

導、活動のモニタリングなど）を行うことが期待されている。2006 年 11 月

の中間評価時や 2007 年 6 月時点では、日本人専門家ならびにフィール

ドコンサルタントの間で、中部ジャワ州では、REDIP 事業に関する十分な

能力を備えた指導主事は少なく、指導主事の役割は TPK のメンバーや

校長が担うのが妥当であるという意見が多数を占めていた。以降、プロ

ジェクトは REDIP 事業に理解の深い TPK のメンバーや校長をローカルフ

ァシリテーターとして研修し、ローカルファシリテーターはフィールドコンサ

ルタントや指導主事と共同で学校レベルの REDIP 活動を促進している。

KIT は、ローカルファシリテーターの重要性を認め、REDIP Mandiri ガイド

ラインの中で彼らの役割を規定している。  

2-2 県行政官中心に REDIP パイロッ

ト事業を計画・実施・モニタリング評

価する。 

KIT のメンバーは、プロポーザル事業を構成する次の業務を管理できて

いる。(a)REDIP に関するソーシャリゼーションと研修の実施、(b)地方議

会を通じてのプロポーザル事業予算の確保、(c)TPK・学校から提出され

たプロポーザルの審査、(d)プロポーザルに対する予算の割り当てと送

金、(e)プロポーザル事業のモニタリング、(f)プロポーザル事業に関する

活動報告と会計報告のレビュー、(g)プロポーザル事業の評価。 

 

プロポーザル事業の予算は、REDIP2 では JICA が 100％負担していた

が、REDIP3 では継続県/市に対し地方政府予算の割り当てを求めてい

る。ビトゥンでは、REDIP3 開始当初より市政府がプロポーザル事業予算

を 100％拠出している。ブレベスとプカロンガンについては、以下 3-4 に

記載のとおり、県政府による拠出割合が年々増加している。REDIP3 の 4

年目は、両県とも計画通りプロポーザル事業予算を 100％拠出した。 

2-3 REDIP を実施している州で対象

となっていない県に対し、REDIP 普

及のためのワークショップ等を企画

する。 

プロジェクトでは、各プロジェクト対象州に 1～2 人のフィールドコンサルタ

ントを配置している。年に 1 回開催されるワークショップは、州内の非対

象県に REDIP を啓発する良い機会となっており、その効果が発現してき

ている。中部ジャワ州では、2006 年以降、非対象県 5 県を対象に REDIP

モデルの普及が予算化されている。バンテン州では 2007 年に州内で最

後進県であるレバック県を対象に州リエゾンチーム（PLT）が REDIP 事業

を開始した。北スラウェシ州では REDIP モデルに興味のある県を対象に

州政府が支援を行う用意があることを表明している。  



－12－ 

2-4 エンドライン調査を行い、本プ

ロジェクトのインパクトを計測すると

ともに、プロジェクト終了に向けた課

題を抽出する。 

エンドライン調査が 2007 年 9 月から 12 月まで実施され、その結果が

2008 年にエンドライン調査報告書にまとめられた。  

3-1 REDIP型地方教育行政について

のソーシャリゼーション活動を行う。 
下記表 3-1 のとおりソーシャリゼーションが実施された。 

3-2州と対象県の教育行政官、学校

関係者を対象に REDIP 型事業の計

画・実施・評価のための各種研修を

実施する（プロポーザル作成と審

査、事業モニタリング、評価など）。 

下記表 3-2 のとおり研修が実施された。 

3-3 対象県において、REDIP 事業を

計画・実施・モニタリング評価する。 

KIT のメンバーは、プロポーザル事業を構成する次の業務を管理できて

いる。(a)REDIP に関するソーシャリゼーションと研修の実施、(b)地方議

会を通じてのプロポーザル事業予算の確保、(c)TPK・学校から提出され

たプロポーザルの審査、(d)プロポーザルに対する予算の割り当てと送

金、(e)プロポーザル事業のモニタリング、(f)プロポーザル事業に関する

活動報告と会計報告のレビュー、(g)プロポーザル事業の評価。 

 

日本人専門家は、KIT メンバーは外部サポートなしに REDIP 事業のサイ

クルを回すことが出来ているが、各業務でそれぞれ改善の余地があると

見立てている。 

3-4 州、県、郡の主なステークホル

ダーに対し、経験を共有するための

ワークショップ等を実施する。 

下記表 3-3 のとおりワークショップが開催された。 

3-5 エンドライン調査を行い、本プ

ロジェクトのインパクトを計測すると

共に、プロジェクト終了に向けた課

題を抽出する。 

エンドライン調査が 2007 年 9 月から 12 月まで実施され、その結果が

2008 年にエンドライン調査報告書にまとめられた。 

 

表 3-2  活動 3-1 記載のソーシャリゼーション活動実績 

ソーシャリゼーションの名称 日時 場所 参加者 

1. 知事説明 2004 年 11 月 1、11

日 

セラン県、 

パンデグラン県 

- 県知事 

- 県議会議員 

‐県教育委員 

2. 学校・TPK ソーシャリゼーシ

ョン 

2004年12月7、 26

日 

セラン県、 

パンデグラン県 

- 県知事 

- 県議会議員 

- 学校代表 

‐TPK 代表 
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3.  ソーシャリゼーションおよび

TPK 設立（郡レベル） 

2005 年 1 月 17～24

日、2 月 14～19 日

セラン県、 

パンデグラン県 

- 学校代表 

‐TPK 代表 

4. ソーシャリゼーションおよび

効果的な KKKS・MGMP 活

動に関する技術交換ワーク

ショップ 

2006 年 2 月 9、 13

日 

セラン県、 

パンデグラン県 

- 国民教育省職員 

- 宗教省職員 

- PLT メンバー 

- 県知事 

- 県議会議員 

- 県開発計画局職員 

- 県教育委員 

- KIT メンバー 

- 指導主事 

- 学校代表 

‐TPK 代表 

5. ソーシャリゼーション会合 2006 年 11 月 16 、

17 日 

セラン県、 

パンデグラン県 

- 県知事代理 

- 県議会議員 

- 県開発計画局職員 

- 宗教省県事務所職員 

- 県教育委員 

- 地方財政監督局員 

- PLT メンバー 

- KIT メンバー 

- 指導主事 

- 県教育局郡事務所職員 

- TPK 代表 

- フィールドコンサルタント 

6. インパクト・ワークショップ 2006年12月12、21

日 

セラン県、 

パンデグラン県 

- 県議会議員 

- 県開発計画局職員 

- 地方財政監督局職員 

- PLT メンバー 

- 県教育委員 

- 指導主事 

- KIT メンバー 

- TPK 代表 

学校代表 

 

表 3-3 活動 3-1 記載の研修実績 

研修名 日時（期間） 場所 参加者 

1. フィールドコンサルタントの

オリエンテーション 

2004 年 10 月 21 日 ジャカルタ -フィールドコンサルタント 

-指導主事 
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2. REDIP 監理研修  2004 年 11 月 25～

27 日（3 日間） 

ジャカルタ -フィールドコンサルタント  

- KIT メンバー 

- REDIP 担当指導主事  

3.  県対象の教育計画立案研

修、教育予算立案研修 

2005 年 2 月 バンテン州 - KIT メンバー 

- セラン県、パンデグラン県の教

育行政官 

4. 技術交換事業 2005 年 3 月 ブレベス県、 

プカロンガン県

- KIT メンバー 

- TPK 代表 

- 学校代表 

5. 郡対象の REDIP 実施研修 2005 年 3～4 月 

（3 日間） 

セラン県 5 カ

所、,パンデグ

ラン県 3 カ所 

- 各 TPK より代表 2 人 

- 各学校より代表 2 人 

6. 郡対象の REDIP 会計研修 2005 年 3～4 月 

（3 日間） 

セラン県 5 カ

所、パンデグラ

ン県 3 カ所 

- 各 TPK より代表 2 人 

- 各学校より代表 2 人 

7. REDIP 会計の実地研修 2005 年 4～6 月（2

～4 回） 

各県 - TPK 代表 

- 学校代表 

8. TPK・学校対象の会計・簿

記研修（郡レベル）（１） 

2005 年 10 月 6～17

日 

セラン県 10 カ

所、 パンデグ

ラン県 7 カ所 

- TPK・学校の会計担当 

- TPK・学校の内部監査委員 

- フィールドコンサルタント 

- 指導主事 

9. ソーシャリゼーションおよ

び効果的な KKKS・MGMP

活動に関する技術交換ワ

ークショップ 

2006 年 2 月（2 日

間） 

セラン県、パン

デグラン県 

- 国民教育省 

- 宗教省 

- PLT メンバー 

- KIT メンバー 

- 指導主事 

- TPK 代表 

- 学校代表 

- 教員代表 

10. TPK・学校対象の会計・簿

記研修（郡レベル）（２） 

2006 年 4 月 3～14

日 

セラン県 10 カ

所、 パンデグ

ラン県 7 カ所 

- TPK・学校の会計担当 

- TPK・学校の内部監査委員 

11. プロポーザル作成研修 2006 年 4 月 27 日、

5 月 1、3、5 日 

 （各 1 日） 

各県 2 カ所 - 校長 

- TPK の長 

- TPK・学校の会計担当 

- TPK・学校の内部監査委員 

- フィールドコンサルタント 

- 指導主事 
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12. プロポーザル査定ワーク

ショップ 

2006 年 7 月 10～11

日（1 日） 

セラン県、パン

デグラン県 

- KIT メンバー 

- 指導主事 

- フィールドコンサルタント 

13. プロポーザル査定ワーク

ショップ 

9 Jul. 2007 年 7 月 9

日（半日） 

セラン県、パン

デグラン県 

- KIT メンバー 

- 指導主事 

- 日本人専門家 

- フィールドコンサルタント 

 

表 3-4 活動 3-2 記載のソーシャリゼーション実績 

ソーシャリゼーションの名称 日時 場所 参加者 

1. REDIP2 年次進捗報告ワ

ークショップ（州レベル） 

2006 年 7 月 12～14

日 

セラン県 - 州知事 

- 州議会議員 

- 州開発計画局職員 

- バンテン州内全県の県教育局

代表  

2. REDIP3 年次進捗報告ワ

ークショップ（州レベル） 

2007 年 5 月 29 日 セラン県 - 州教育局職員 

- 県議会議員 

- 県開発計画局職員 

- 県教育局職員（セラン、パンデ

グラン、タンゲラン、レバック） 

- TPK 代表 

- 学校代表 

 

 

３－３ アウトプットの達成状況 

PDM 上のアウトプットの達成状況は以下のとおり。 
 

成果１（共通）： REDIP 型地方教育行政モデルの普及のための方策が講じられる。 

指標 

1-1 対象州と非対象州へ配布されたニュースレターの数 

1-2 各県でのプロポーザル審査のためのチェックリスト 

1-3 対象県における REDIP モデル現地化のためのアクションプラン 

1-4 REDIP モデルが導入された州/県/郡の数 

 

1-1 対象州と非対象州へ配布されたニュースレターの数 
• 対象地域では、各州教育局に 25 部ずつ、各県教育局に 15 部ずつ、各 TPK に 15 部ずつ、各学

校に 4 部ずつとなり、北スラウェシ州へ 248 部、中部ジャワ州へ 2,121 部、バンテン州へ 1,661
部を配布している。 

• 非対象地域では、REDIP-G へ 895 部（各県教育局に 5 部ずつ、各 TPK に 30 部ずつ、各学校に
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5 部ずつ）、北スラウェシ州南ミナハサ県に 600 部（県教育局に 5 部、TPK に合計 150 部、各

学校に 5 部ずつ）、中部ジャワ州の REDIP-P の 5 県に 595 部（各県教育局に 5 部ずつ、各 TPK
に 20 部ずつ、各学校に 5 部ずつ）、バンテン州の REDIP-P の 1 県に 290 部（各 TPK に 10 部

ずつ、各学校に 5 部ずつ）、セラン県の県版 REDIP に 230 部（各 TPK に 10 部ずつ、各学校

に 5 部ずつ）、パンデグラン県の県版 REDIP に 195 部（各 TPK に 10 部ずつ、各学校に 5 部

ずつ）を配布している。 
• その他、JICA インドネシア事務所へ 5 部、宗教省（Ministry of Religious Affairs: MORA）へ 5

部、国民教育省（MONE）へ 5 部を配布している。 
 
1-2 各県でのプロポーザル審査のためのチェックリスト 
• ビトゥン市は、技術協力プロジェクト REDIP が始まって以来、県/市実施チーム（Kabupaten/Kota 

Implementation Team: KIT）と指導主事が主体となり、プロポーザル審査を行ってきている。

ビトゥン市は小さい市であり交通の便が比較的良いことをうまく利用し、プロポーザル審査

では各学校委員会代表者や郡中学校開発委員会（TPK）代表者との面接時間を設定し、その

面接の場でプロポーザルを審査し、コメントを出したり修正を指示したりするシステムを取

っており、プロポーザル審査のためのチェックリストは早くから作成され、共有されている。 
• ブレベス県やプカロンガン県では、開発調査（REDIP2）の時代から、フィールドコンサルタン

ト（Field Consultant: FC）と KIT が協力してネガティブリスト、調達スタンダード・コスト

表、修復材・資材単価表などを作成してプロポーザル審査にあたっていた。そして、技術協

力プロジェクト REDIP に入ってからは指導主事の育成とローカルファシリテーター4の育成

の観点からKITが中心となりフィールドコンサルタントのコメントを得ながらプロポーザル

審査のためのチェックリストを作成し、ローカルファシリテーターは 2008 年 2 月から 3 月

のプロポーザル審査で活用する予定である。このチェックリストは各県の REDIP Mandiri ガ
イドラインに添付される予定である。 

• 新規県であるセラン県とパンデグラン県では、KIT、指導主事、フィールドコンサルタントが

協力して作成したプロポーザル・チェックリストが存在し、プロポーザル審査ではそれが活

用されている。 
 
1-3 対象県における REDIP モデル現地化のためのアクションプラン 
• 2008 年 10 月以後、自立した REDIP を KIT が県教育計画の中にいかに位置づけ、いかに設計・

運営していくのがいいかを考えることで、KIT メンバーが否応なしに「自立」と向き合うこ

とを狙って 2005 年 12 月 20 日中部ジャワ州ブレベス県とプカロンガン県を皮切りにビトゥ

ン市でも「REDIP Mandiri 会合」（Mandiri とは、インドネシア語で「自立した」という意味）

を開始した。そして、2006 年後半から具体的に各県独自の REDIP アクションプランである

「REDIP Mandiri ガイドライン」作りが始まり、2008 年 3 月に完成予定である。2008 年 3 月

にはブレベス県、プカロンガン県、ビトゥン市のそれぞれで REDIP Mandiri ガイドラインの

発表説明会が開催される予定である。 
 

                                                  
4 本案件終了時にフィールドコンサルタントの業務を継承し、学校と TPK に対しファシリテーションを行う。TPK
のメンバーから選ばれる。 
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1-4 REDIP モデルが導入された州/県/郡の数 
• 以下の表に REDIP モデルが導入された州や県を示す。 

コンポー

ネント 

州 県・市 対象郡数 対象となる学校 対象

校数

REDIP-G 西ジャワ ボゴール 8 

(40 郡中) 

非常に高い水準の学校と追加対象郡の

宗教中学校を除くすべての中学校 

84

  ブカシ 7 

(23 郡中) 

非常に高い水準の学校と追加対象郡の

宗教中学校を除くすべての中学校 

98

 バンテン タンゲラン 8 

(36 郡中) 

非常に高い水準の学校と追加対象郡の

宗教中学校を除くすべての中学校 

121

REDIP-G 小計 23(99 郡中) — 303

レンバン 4 郡 各郡で中心となる学校を 2 校ずつ選抜 8

テガル 2 郡 各郡で中心となる学校を 2 校ずつ選抜 4

スマラン 2 郡 各郡で中心となる学校を 2 校ずつ選抜 4

スラゲン 2 郡 各郡で中心となる学校を 2 校ずつ選抜 4

中部ジャワ 

ブロラ 2 郡 各郡で中心となる学校を 2 校ずつ選抜 4

REDIP-P 

バンテン ルバック 5 

(28 郡中) 

SMP と MTs、公立と私立すべての中学校 48

REDIP-P 小計 17 郡 — 72

セラン 5 

(34 郡中) 

SMP と MTs、公立と私立すべての中学校 36バンテン 

パ ン デ グ

ラン 

6 

(33 郡中) 

SMP と MTs、公立と私立すべての中学校 27

県版

REDIP 

北スラウェシ トモホン 5 

(5 郡中) 

SMP と MTs、公立と私立すべての中学校 20

県版 REDIP 小計 16 (72 郡中) — 83

合計 56 郡 — 458

 

 

成果２（継続県）： 中部ジャワ州ブレベス県、プカロンガン県、北スラウェシ州ビトゥン市において、関

係者（県教育局、郡、学校、コミュニティ等）が REDIP 型地方教育行政モデルを自

立的に実施することができるようトレーニングされる。 

指標 

2-1 地方教育行政官に対する、REDIP 型行政の計画・実施に関するトレーニングの数 

2-2 プロポーザル事業のためのプロポーザルのうち、最初の審査で承認されたものの割合 

2-3 プロポーザル事業のための資金額（総額）と、その総額に占める県予算の割合 

 

2-1 地方教育行政官に対する、REDIP 型行政の計画・実施に関するトレーニングの数 
• 第 1 年次：24 回（このうちアチェ地震緊急支援のために 3 回） 
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• 第 2 年次：8 回（県をまたがる技術交換活動は 1 回に数える） 
• 第 3 年次：25 回（このうち REDIP Mandiri 会合が 9 回、REDIP-G 関連が 2 回） 
• 第 4 年次：26 回（このうち REDIP Mandiri 会合が 15 回、REDIP-G 関連が 1 回、SISTTEMS 視

察が 1 回） 
 
2-2 プロポーザル事業のためのプロポーザルのうち、最初の審査で承認されたものの割合 
• ビトゥン市：60％ 
• ブレベス県・プカロンガン県：95～98％ 
 
2-3 プロポーザル事業のための資金額（総額）と、その総額に占める県予算の割合 
• プロポーザル事業のための資金額（総額）は以下の表のとおり。 
 *合計が合わないものもあるが、MOU の記載など資料に従う。 

 
ビトゥン市負担約束額と実績額 

                                  （単位：ルピア） 

年 市予算負担 

約束額 

対学校 

配賦金平均 

対 TPK 

配賦金平均

KIT 運営費 実績（予定）額 

合計 

1 2005 578,000,000 18,577,000 15,000,000 20,000,000 578,000,000 

2 2006 664,700,000 21,027,000* 17,500,000 30,500,000 664,700,000* 

3 2007 764,400,000 23,890,000 21,000,000 25,600,000 400,000,000 

4 2008 879,000,000 -- -- -- 800,000,000* 

 注： *予定額 

 

ブレベス県 JICA 負担約束額と実績額 

（単位：ルピア） 

年 県予算負担 

約束額 

JICA 負担 

約束額 

約束額合計 県予算負担 

実績（予定）額

JICA 負担 

実績額 

実績（予定）額 

合計 

1 2005 1,452,500,000 2,200,000,000 3,631,250,000 1,910,000,000 2,210,915,700 4,120,915,700

2 2006 2,178,750,000 1,452,500,000 3,631,250,000 2,300,000,000 1,484,760,000 3,784,760,000

3 2007 2.905,000,000 726,250,000 3,631,250,000 3,050,000,000 729,760,000 3,779,760,000

4 2008 3,631,250,000 0 3,631,250,000 3,650,000,000* 0 3,650,000,000*

注： *予定額 

 

プカロンガン県及び JICA 負担約束額と実績額 

（単位：ルピア） 

年 県予算負担 

約束額 

JICA 負担 

約束額 

約束額合計 県予算負担 

実績（予定）額

JICA 負担 

実績額 

実績（予定）額 

合計 

1 2005 1,000,000,000 1,500,000,000 2,500,000,000 997,800,000 1,496,740,000 2,494,540,000

2 2006 1,500,000,000 1,000,000,000 2,500,000,000 1,496,970,000* 995,760,000 2,492,730,000

3 2007 2.000,000,000 500,000,000 2,500,000,000 2,131,600,000 500,680,000 2,632,280,000

4 2008 2,500,000,000 0 2,500,000,000 2,561,245,000** 0 2,561,245,000**

注： *REDIP 活動資金と BOS へのマッチングファンドの合計額。**予定額 
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各県/市と JICA の 2006/07 年実績 
                                                                  (単位：百万ルピア) 

県/市資金実績 

県/市 
対象郡 

への 

ブロック・ 

グラント. 

非対象郡

への 

ブロック・

グラント 

その他 小計 

JICA

実績 
実績合計

ビトゥン 634.20 -- 30.50 664.70 -- 664.70

ブレベス 2,300.00 -- -- 2,300.00 729.76 3,029.76

プカロンガン 1,496.97 -- -- 1,496.97* 500.68 1,997.65

セラン -- -- 150.00 150.00 3,689.78 3,839.78

パンデグラン 157.50 -- 92.5 250.00 2,585.60 2,835.60

合計 4,587.70 0 180.50 4,769.17 7,505.82 12,274.99

      注：*REDIP 資金と BOS へのマッチングファンドの合計額。 

 

各県/市と JICA の 2007/08 年実績 

                                                                  (単位：百万ルピア) 

県/市資金実績 

県/市 
対象郡 

への 

ブロック・ 

グラント. 

非対象郡

への 

ブロック・

グラント 

その他 小計 

JICA

実績 
実績合計

ビトゥン 400.00 -- 25.60 425.60 -- 425.60

ブレベス 3,000.00 -- 50.00 3,050.00 -- 3,050.00

プカロンガン 2,131.60 -- 0.00 2,131.60 -- 2,131.60

セラン 836.47 162.00 57.27 1,055.74 2,893.10 3,948.84

パンデグラン 256.50 330.00 53.50 640.00 2,153.80 2,793.80

合計 6,624.57 492.00 186.32 7,302.94 5,046.90 12,349.84

      注：セラン県のブロックグラント額は、コンピューター購入費と MGMP 研修費からなる。 

 

各県/市と JICA の 2008/09 年計画 
                                                                  (単位：百万ルピア) 

県/市資金実績 

県/市 
対象郡 

への 

ブロック・ 

グラント. 

非対象郡

への 

ブロック・

グラント 

その他 小計 

JICA

実績 
実績合計 

ビトゥン 800.00 -- 0.00 800.40 -- 800.00

ブレベス 3,500.00 -- 150.00 3,650.00 -- 3,650.00

プカロンガン 2,500.00 -- 61.25 2,561.25 -- 2,561.25

セラン 1,617.24 118.51 64,25 1,800.00 -- 1,800.00

パンデグラン 361.50 330.00 50.00 741.50 -- 741.50
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• 総額に占める県予算の割合は以下の表のとおり。 

 1 年次（04-05） 2 年次（05-06） 3 年次（06-07） 4 年次（07-08） 

ビトゥン 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ブレベス 46.35% 60.76% 80.70% 100.00% 

プカロンガン 40.00% 60.05% 80.98% 100.00% 

セラン - 0% 3.9% 26.74% 

パンデグラン - 5.3% 8.8% 22.91% 

  

 

成果３（新規県）： バンテン州の 2 パイロット県（セラン、パンデグラン）の社会経済状況に応じた

REDIP 型地方教育行政モデルが開発される。 

指標 

3-1 郡レベルでの学校間活動が年々増加する。 

3-2 学校と保護者とのコミュニケーションを促進する活動の数（家庭訪問、ソーシャリゼーションなど） 

3-3 プロポーザル事業のためのプロポーザルのうち、最初の審査で承認されたものの割合 

 

3-1 郡レベルでの学校間活動が年々増加する 
TPKが実施する郡内のすべての学校を対象とした活動の中心となっているのは、いずれの県でも校

長協議会（Kelompok Kerja Kepala Sekolah: KKKS）と教科別現職教員研修（Subject-based In-Service 
Teacher Training: MGMP）である。KKKSは毎月あるいは2カ月に1回開催している郡が多い。一方

MGMPは郡によって開催の仕方が異なっており、1回につき数日間を費やすところもあれば、1日の

プログラムを頻繁に行っているところもある。 
フィールドコンサルタントが実施した TPK へのインタビュー（サンプル TPK 数：18）によれ

ば、それぞれの年間開催頻度は以下のとおりであった。 
 

県/市 TPK（郡） KKKS MGMP 

Bitung Tengah 12 8 ビトゥン 

Bitung Selatan 12 5 

Losari 12 6 

Jatibarang -- -- 

Tonjong 6 12 

ブレベス 

Bumiayu 12 40～50 

Wiradesa (/ Wonokerto) 5 以上 40～50 

Kedungwuni 12 以上 9 以上 

Doro 4 8 

プカロンガン 

Kadang Serang/ Lebak Barang -- 12 

Mancak 12 8 セラン 

Serang  -- 
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Padarincang 6 2 

Carenang 6 24 

Pandeglang 12 -- 

Panimbang -- -- 

Labuan 12 8 

パンデグラン 

Karang Tanjung 3 5 

 

また、学校対抗のスポーツ競技会、文化祭、教科コンテストはどの郡でも行われている活動で

ある。これらは、REDIP 以前より県レベルでは行われていたが、郡レベルでは行われていなかっ

たものである。 
これらの学校間活動をきっかけに行われるようになった学校間協力として、学校施設（実験施

設等）の貸し借り、教員の派遣、統一試験準備での協力、新入生募集時の情報交換や調整が挙げ

られる。これら学校間活動の効果として挙げられた主なものは以下のとおりである（FC による

TPK インタビュー調査より）。 
• 校長同士、教員同士が経験・知識を共有し、情報交換し合うことにより、校長の学校経営能力

と教員の授業計画・シラバス・教材等の作成能力や授業技術が向上した。 
• 校長同士、教員同士の連帯感、仲間意識が芽生え、普段から連携・協力するようになった。 
• REDIP 以前には交流の機会がなかった普通校と宗教校が等しく活動に参加しているため、普通

校と宗教校との間に公平感や一体感が生まれ、普段から情報交換・協力をするようになった。

REDIP 実施に、普通校・宗教校や私立校・公立校の分け隔てがなかったことが相互協力を活

性化させた。 
• 校長、教員、生徒が他の学校と交流し、自分を客観的に評価する機会を与えられたことにより、

よい意味での競争意識が生まれ意欲が高まった。 
 
3-2 学校と保護者とのコミュニケーションを促進する活動の数（家庭訪問、ソーシャリゼーショ

ンなど） 
• 教師による家庭訪問 

質問票調査では、教師に 2006 年から 1 年間に行った家庭訪問の回数を尋ねた。その結果のベ

ースライン調査、中間調査時との比較は以下のとおりである。継続県（ビトゥン市、ブレベス県、

プカロンガン県）では、中部ジャワ州統制グループと比べて家庭訪問の回数は明らかに多い。一

方、新規県（セラン県、パンデグラン県）では REDIP 校グループより Non-REDIP 校（バンテン

州統制グループ）の回数の方が多くなっている。これは、バンテン州統制グループの宗教校の数

値が非常に高い（6.73 回）ことが同グループの全体平均を押し上げていると考えられる。バンテ

ン統制グループの普通校だけの平均は 4.47 回で REDIP 校グループを下回っていることを考える

と、家庭訪問の回数と REDIP によるインターベンションとの因果関係は少なからずあると考えら

れる。 

教師の家庭訪問回数 県／市 学校種 

ベースライン調査 中間調査 エンドライン調査 

ビトゥン 全校 -- 3.58 7.83 
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普通校 -- 2.52 4.45 

宗教校 -- 3.25 5.41 

ブレベス 

全校 -- 2.85 4.86 

普通校 -- 3.00 3.76 

宗教校 -- 2.00 7.31 

プカロンガン 

全校 -- 3.01 4.79 

普通校 -- -- 4.06 

宗教校 -- -- 3.12 

中部ジャワ州 

統制グループ 

全校 -- -- 3.70 

普通校 3.50 4.22 4.42 

宗教校 5.90 4.94 5.94 

セラン 

全校 4.81 4.58 5.19 

普通校 4.72 4.55 6.07 

宗教校 4.60 4.46 5.40 

パンデグラン 

全校 4.65 4.49 5.68 

普通校 2.52 3.91 4.47 

宗教校 6.82 3.84 6.73 

バンテン州 

統制グループ 

全校 3.91 3.87 5.74 

 

• 学校訪問 
 保護者への質問票調査より、学校訪問の頻度とその目的、ソーシャリゼーションの開催について

の回答結果を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市／県
子供の成績の

受取
会議出席

学校活動への参加・見学
（スポーツ、音楽、ボー

イスカウト等）

ボランティアと
して手伝い

子供のことについ
て教師と対話

2年前 5.33 4.74 3.19 3.43 4.58 2.67

現在 5.61 5.04 3.35 3.79 4.75 2.89

差 0.28 0.30 0.16 0.36 0.17 0.22

2年前 4.75 4.14 2.57 2.72 2.96 2.86

現在 4.79 4.24 2.74 3.00 3.23 3.17

差 0.04 0.10 0.17 0.28 0.27 0.31

2年前 4.91 4.13 2.38 2.51 3.04 2.86

現在 4.87 4.22 2.59 2.70 3.27 3.09

差 -0.04 0.09 0.21 0.19 0.23 0.23

2年前 4.86 4.33 2.82 2.71 3.31 2.99

現在 4.80 4.38 2.84 2.93 3.51 3.21

差 -0.06 0.05 0.02 0.22 0.20 0.22

2年前 4.45 4.22 3.00 2.91 3.58 3.36

現在 4.66 4.43 3.23 3.26 3.83 3.84

差 0.21 0.21 0.23 0.35 0.25 0.48

2年前 4.23 4.22 2.99 3.10 3.62 3.40

現在 4.40 4.34 3.16 3.37 3.88 3.79

差 0.17 0.12 0.17 0.27 0.26 0.39

2年前 4.37 4.29 2.98 2.95 3.58 2.98

現在 4.48 4.47 3.16 3.23 3.75 3.38

差 0.11 0.18 0.18 0.28 0.17 0.40

尺度： 1 (Never) ～ 7 (Very often) 

学校は教育
キャンペーン
を行っている

中部ジャワ州統制グループ

セラン県

パンデグラン県

バンテン州統制グループ

あなたは学校を訪問した時、何をしますか

ビトゥン県

ブレベス県

プカロンガン県
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2 年前と比較した場合のプラスの変化は、全体的にみて統制グループより REDIP 県の方が上回っ

ているが、その差はごくわずかである。以前より保護者が慣習的に行ってきた成績の受け取りや会

議（保護者会）への出席より、REDIP 実施以降に盛んになった生徒の文化・スポーツ活動への参加、

自発的な手伝いや教師との対話の方がわずかながら頻度が増している。FC によるインタビューでも、

保護者より「REDIP 実施によって様々な学校活動が増えたことに伴い、学校に行く機会が増えた」

という意見が多く聞かれている。 
 

• 学校と保護者のコミュニケーション 
 保護者への質問票調査より、学校とのコミュニケーションについての設問への回答結果を以下に

示す。 

設 問 　尺 度

a) 私は子供の担任教師と教育や学校のことについて話をすることがある。 1 (Never) ～ 

b) 私は校長と教育や学校のことについて話をすることがある。 7 (Very often) 

c) 私は学校委員会のメンバーと、教育や学校のことについて話をすることがある。

d) あなたは学校が発行する保護者やコミュニティー向けのニュースレターや

印刷物をどのくらいの頻度で読みますか？

e) 学校は、生徒の保護者と活発にコミュニケーションをとっている。

結 果：合計点の平均 (合計点の範囲：5-35）

県／市 2年前 現在 差

ビトゥン県 18.68 20.41 1.73

ブレベス県 15.38 16.86 1.48

プカロンガン県 14.93 15.97 1.04

中部ジャワ州統制グループ 16.30 17.48 1.17

セラン県 17.79 19.23 1.44

パンデグラン県 17.72 19.00 1.28

バンテン州統制グループ 17.37 18.41 1.05  

 

2 年前と比較して、REDIP 県のプラスの変化の方が統制グループそれより概ね大きく、全体と

して学校と保護者のコミュニケーションは REDIP 県の方がより良好となっているといえる。した

がって、REDIP は学校と保護者のコミュニケーションの向上に一定のインパクトがあったと考え

られる。 
 
3-3 プロポーザル事業のためのプロポーザルのうち、最初の審査で承認されたものの割合 
• セラン県の審査合格率は、郡別に以下のとおり。 
 Taktakan, Serang：60％ 
 Bojonegara, Puloampei, Kramatwatu：60％ 
 Padarincang, Ciomas, Tunjung Teja：80％ 
 Waringinkurung, Mancak, Anyar：60％ 
 Tirtayasa, Carenang, Cikande：20％ 
• プカロンガン県の審査合格率は、郡別に以下のとおり。 
 Pandeglang, Mandalawangi：80％ 
 Karangtanjung, Cimanuk, cipeucang：100％ 
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 Seketi, Menes：70％ 
 Jiput, Labuan：60％ 
 Panimbang：85％ 

 

 

３－４ プロジェクト目標の達成状況 

 

プロジェクト目標： プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデル（コミュニティ参加に

よる学校主体の教育行政モデル）が確立し、既存の教育行政システムに融合さ

れる。 

指標 

1. フィールドコンサルタントの支援なしで REDIP 関連業務を行うことのできる県教育行政官（KIT、指導

主事）の割合が、 

- ビトゥン市、ブレベス県、プカロンガン県で少なくとも 60％に達する。 

- セラン県とパンデグラン県で少なくとも 40％に達する。 

2. プロポーザル事業のための資金に占める県/市予算の割合が年々増加する。 

3. プロポーザル事業を計画通りに実施した学校と TPK の割合が、 

- ビトゥン市、ブレベス県、プカロンガン県で少なくとも 80％に達する。 

- セラン県とパンデグラン県で少なくとも 60％に達する。 

4. セラン県、パンデグラン県の全対象郡において、TPK が設立される。 

5. セラン県、パンデグラン県の対象郡の全学校が、REDIP モデルを導入する。 

 

1. フィールドコンサルタントの支援なしで REDIP 関連業務を行うことのできる県教育行政官

（KIT、指導主事）の割合が、 
- ビトゥン市、ブレベス県、プカロンガン県で少なくとも 60％に達する。 
- セラン県とパンデグラン県で少なくとも 40％に達する。 

 
• フィールドコンサルタントに対する質問票の回答の総合結果を以下に示す。 

 

県/市 指導主事の人数 FC の支援なしで REDIP 業
務を行える人数 

FC の支援なしで REDIP 業務を
行える人数の割合 

ビトゥン 13 人 8 人 61％

県/市 県教育行政官（KIT）の人
数 

FC の支援なしで 
REDIP 業務を行える人数 

FC の支援なしで REDIP 
業務を行える人数の割合 

ビトゥン 7 人 4 人 57％

ブレベス 6 人 4 人 67％

プカロンガン 6 人 3 人 50％

セラン 6 人 4 人 67％

パンデグラン 6 人 3 人 50％
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ブレベス 10 人 4 人 40％

プカロンガン 4 人 2 人 50％

セラン 14 人（6 人） 8 人*（6 人） 57％（100％）

パンデグラン 5 人 3 人 60％

* 宗教省県事務所の指導主事 8 人が含まれており、そのうち 2 人は REDIP 業務を行える能力を備えている。県教育局の指

導主事だけでみると括弧の数値となる。 

 

 

 中部ジャワ州ブレベス県とプカロンガン県では、指導主事の代替として 2007 年 6 月から本

格的に郡付きのローカルファシリテーターの育成を OJT で行っており、順調に育っている。

プロポーザルや財務報告書のチェックや助言を的確にできる能力を備えるようになった。両

県の KIT はローカルファシリテーターを行政メカニズムの中できちんと位置づけるために、

2008 年から任命書を授与し、交通費は TPK 予算から拠出することを既に決定している。 
 

 ビトゥンでは、指導主事を最大限に起用する方法を取っている。1 人の指導主事が 1～3 校を

担当し、プロポーザル内容のチェック、活動のモニタリング、そして財務報告書のチェック

を技術協力プロジェクト REDIP が始まった当初から行っている。例えば、2008 年 1 月は約

1 週間かけて指導主事が担当の学校に対し終了時評価のため学校訪問をし、その結果は報告

書にまとめられ KIT に報告される（手当てとして 100,000 ルピアが支払われている）。通常

のモニタリングの交通費については、指導主事が 1 つの学校活動をモニタリングするごとに

20,000 ルピアが支給されている。 
 

 バンテン州セラン県とパンデグラン県では、指導主事の REDIP 業務へのかかわり方に差が

ある。セラン県においては、指導主事は REDIP に深くかかわっており、フィールドコンサ

ルタントのレベルには及ばないものの、REDIP 活動モニタリングや、指導・助言、プロポー

ザルや財務報告書のチェックをフィールドコンサルタントと共に行うなど積極的な姿勢が

見られる。一方、パンデグラン県の指導主事はセラン県と比較するとまだ消極的であり、今

後フィールドコンサルタントによる OJT が必要であることは確かである。上の表を見ると、

セラン県の指導主事の「FC の支援なしで REDIP 業務を行える人数の割合」がパンデグラン

県より低くなっているが、それはセラン県の宗教省県事務所の指導主事の多くがまだ能力が

高くないためであり、県教育局だけでみれば 100％となっている。両県とも REDIP 活動をモ

ニタリングするための交通費の手当ては受けてはおらず、指導主事の通常の業務で学校を訪

問した際に REDIP 活動についてもモニタリングする仕組みを取っている。パンデグラン県

では交通費の節約のためフィールドコンサルタントに同行して学校をモニタリングする方

法もとっている。 
 

2. プロポーザル事業のための資金に占める県/市予算の割合が年々増加する。 
• ブレベス県とプカロンガン県の 4 年次の予算は、JICA と結んだミニッツに記されている額より

もわずかであるが大きい額となっている。 
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• セラン県とパンデグラン県の 2008/09 年については、県予算（2008 年予算）はほぼ確定してい

るが、REDIP の終了年次であることから JICA 資金は存在しない。よって、前年の JICA 資金

をベースに 2008/09 年の県予算のコストシェアリングの割合を推定してみた。 

県/市 1 年次（04-05） 2 年次（05-06） 3 年次（06-07） 4 年次（07-08） 

ビトゥン 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 

ブレベス 46.35％ 60.76％ 80.70％ 100.00％ 

プカロンガン 40.00％ 60.05％ 80.98％ 100.00％ 

セラン - 0％ 3.9％ 26.74％ 

パンデグラン - 5.3％ 8.8％ 22.91％ 

3. プロポーザル事業を計画通りに実施した学校と TPK の割合が、 
- ビトゥン市、ブレベス県、プカロンガン県で少なくとも 80％に達する。 
- セラン県とパンデグラン県で少なくとも 60％に達する。 

• プロポーザルは、TPK や学校委員会で議論されて作成されており、そのあとにフィールドコン

サルタントや指導主事、中部ジャワの場合はローカルファシリテーターのチェックがはいる

ことから、活動項目はかなり吟味されている。よって、実施期間に入ったところで活動内容

を変える（実施しない、内容を変更するなど）はほとんど発生していない。これまで専門家

チームが把握している限りでは、毎年 100 校のうち 1～2 校あるかないかの割合である。 
• 一方、プロポーザル事業を年間活動スケジュール（あらかじめ決めた日程）どおりに実施する

かどうかは、資金が予定どおり配賦されるかどうかに大きく左右される。JICA 資金の場合、

資金配賦日は前もって通達してあり、スケジュールに従った活動を行えてきたが、県予算や

市予算の活動の場合、通達を受けた日から大幅に遅れて資金が配賦されている状況がブレベ

ス県やビトゥン市で起きており、この場合は活動スケジュールどおりの実施はできていない

状況である。ただし、プロポーザルに記してある活動はほとんどの TPK や学校で実施されて

いる。 
 
4. セラン県、パンデグラン県の全対象郡において、TPK が設立される。 
• REDIP がバンテン州のセラン県とパンデグラン県で始まってすぐに、全 REDIP 対象郡で TPK

が設立された。中間評価報告書には「2006 年 10 月時点で、セラン県に 14TPKs、パンデグラ

ン県に 9TPKs が設立された」と既に記されてある。 
 
5. セラン県、パンデグラン県の対象郡の全学校が、REDIP モデルを導入する。 
• 中間評価報告書では「2006 年 10 月時点で、REDIP モデルを適用した学校は、セラン県 142 校、

パンデグラン県 91 校である」とあったが、2007 年 10 月時点で、セラン県は 144 校、パン

デグラン県は 107 校である。 
 

３－５  プロジェクトの実施プロセス  

（１）活動の実施プロセス 

REDIP3 の活動は、概ね計画通りに行われたが、2 つの要因が実施プロセスに影響を与えた。第一

に、第 2 年次に JICA の資金的制約により中部ジャワ州における TPK、学校に対するブロックグラ
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ント事業費が一時的に凍結されたため、カウンターパートの間に混乱を招き、ブロックグラントの

配賦が遅れた。第二に、緊急支援の一環として REDIP-Aceh が 2005 年 4 月から 6 月に実施され、当

初の PDM にはない業務を JICA 専門家チームは実施することとなった。 
 
当初の PDM は 2006 年 7 月に実施された中間評価によって変更された。主な変更点は以下のとお

りである。 
(a) 上位目標、プロジェクト目標、アウトプットの指標をより明確な指標・数値目標とした。 
(b) 継続県を対象としたアウトプット（PDM0 では「コンポーネント１」）と新規県を対象とした

アウトプット（アウトプット PDM0 では「コンポーネント 2」）に、継続県と新規県を対象と

した共通のアウトプットを「アウトプット１」として追加した。これにより、PDM1 において

は、アウトプット 1（共通）、アウトプット 2（継続県）、アウトプット 3（新規県）になった。 
(c) 新たに追加したアウトプット 1 のもとに 7 つの活動を設定した。これらの活動は、REDIP モ

デルを対象外州・県に普及することや、REDIP-G との調整によって REDIP の現地化を図るこ

とに重点を置いたものである。プロポーザル事業の質を向上するための活動（チェックリス

トの作成）も含む。 
(d) 活動 1-1 と 2-1 「ベースライン調査を実施する」については、既に活動が終了しており課題

もないことから活動から削除した。 
 

 中間評価の提言の一つは、変更後の PDM1 をフィールドコンサルタントやカウンターパートと共

有することであった。終了時評価によって、PDM1 は継続対象地域の KIT、PLT によって活用され

ていないことが明らかとなった。その理由は、KIT、PLT メンバーによると、REDIP を既に各地方

政府の 5 年から 6 年程度の期間の中期開発計画（RENSTRA と呼ばれる）と年次計画予算に融合済

みなので、PDM1 の活用は必要ないと考えているからである。たとえば、ブレベス県は県教育局が

共通して使っている事業予算管理フォームを REDIP のために活用している（合同評価報告書

ANNEX-8 参照）。これは、REDIP は特別かつ一時的な事業ではなく、カウンターパートにとって通

常の教育の質と学校運営の改善のための事業となっていることを意味している。また、強いオーナ

ーシップと高い自立発展性を示唆している。しかし、カウンターパートの事業管理フォームに記載

された REDIP のプロジェクト目標は、PDM1 のそれと若干異なっている。たとえば、ブレベス県教

育局の REDIP 事業管理フォームのプロジェクト目標は、「REDIP モデルを最大限活用した学校運営

を行うことができる」と記載されている。 
第 2 年次までは、プロジェクトによって雇用・配置され、学校や郡レベルでのファシリテーショ

ン、技術指導の中心的な役割を担ってきたフィールドコンサルタントの役割は、県教育局の指導主

事が引き継ぐことができると JICA 専門家チームは想定していた。そこで、第 2 年次まで指導主事

を対象にファシリテーションの研修が行われた。しかし、この想定は特に中部ジャワ州では現実的

ではないことが明らかになった。そこで個々の TPK が地元で人材を見つけ、ローカルファシリテー

ターと呼ばれる人たちを任命するという方針を JICA 専門家チームは決定した。ローカルファシリ

テーターに対するファシリテーションスキルの研修が 2006 年 11 月に実施され、彼らはフィールド

コンサルタントと共に働き、OJT による指導を受けた。ローカルファシリテーターは基本的に TPK
メンバーであり、TPK や学校による REDIP の活動を推進できる資質を備えた人たちで、多くの場

合、郡教育事務所職員、校長、教員が務めている。 
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（２）運営、モニタリング、評価システム 
図 3-1 が示すように、REDIP の実施体制は、学校から郡、県・市、州、中央政府まで中学校に関

するすべてのレベルのステークホルダーが関与しており、適切であると判断される。中央レベルの

合同調整委員会（JCC）、州レベルの PLT、県･市レベルの KIT で、定期的な会合がカウンターパー

トと JICA 専門家チームとの間で行われた。また専門家、フィールドコンサルタント、プロジェク

トスタッフで構成される JICA 専門家チームは、プロジェクトのプロジェクト目標や上位目標の達

成度、インパクトを測定するために、ベースライン調査、中間調査、エンドライン調査を実施し、

これらの調査から得られたデータをカウンターパートと共有した。さらに、中間評価が 2006 年 11
月に計画通り実施され、その結果、修正された PDM が国民教育省と JICA の間で合意された。 
  

図 3-1 REDIP の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ステークホルダーのオーナーシップ 

ステークホルダーの REDIP に対するオーナーシップは以下の事実から非常に高いと判断される。

第一に、継続対象地域であるブレベス県とプカロンガン県では、終了時評価調査期間中に「REDIP 
Mandiri ガイドライン」が約 200 人のステークホルダーの参加のもと発表された。これは、JICA 専

門家チームが中心に開発した REDIP 実施のマニュアルである REDIP ガイドラインを、KIT メンバ

ーが時間と労力を費やして、各県の規則や社会・文化的背景に適合させて自分たちで開発したもの
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である5。REDIP Mandiri ガイドラインは、県知事によって承認された公文書であり、県教育局は、

今後自らの現地化された REDIP を継続、拡大することができる。発表会には、地元の新聞や県広報

部の取材もあり、JICA 代表の挨拶も含めて新聞で報道された。同じく継続対象地域であるビトゥン

市も REDIP Mandiri ガイドラインを協力期間終了時までに発表する予定である。 
第二に、新規対象地域については、州や県が独自に REDIP 対象地域を拡大している。バンテン州

教育局は 2007 年に州独自の予算によりレバック県で REDIP を実施し、セラン県教育局は 2007 年に

県独自の予算で新たに 5 郡に REDIP の対象地域を広げて実施した。パンデグラン県教育局も 2007
年に県独自の予算で 6 郡に REDIP を広げた。 

高いオーナーシップを醸成した要因は、TPK や学校レベルでは、第一にプロポーザルによるブロ

ックグラント方式がオーナーシップを内在化しているという点である。プロポーザルは、他者によ

って準備されるのではなく、学校や TPK 自身が準備し、その活動も彼ら自身によって実施される。

評価調査時のインタビューでは TPK メンバーや校長から、REDIP の活動について「自分たちで決

めたことを行うのは初めての経験だった」という声が多くよせられた。第二に、資金、物資、労働

による 3％から 10％程度のマッチングファンドを義務づけた点もステークホルダーのオーナーシッ

プを高めるために効果的であった。校長や学校委員会はマッチングファンドの調達のために努力し、

この過程で自分たちで集めた資金は大切に使うという考えが浸透した。 
州や県レベルでもオーナーシップ醸成の方策が確認された。第一に、現地化された REDIP ガイド

ラインの開発のために、KIT メンバーによる REDIP Mandiri 会合が定期的に開かれた。第二に、す

べての対象地域の県・市と JICA の間で交わされた M/M の中で、ブロックグランド予算負担率を明

記したことが、各県・市の財政的なコミットメントを確保するために功を奏した。第三に、フィー

ルドコンサルタントが州や県・市の間、これらと学校・TPK の間のコミュニケーションを促進する

触媒としての役割を果たした。第四に、KIT・PLT メンバーと日本人専門家が、REDIP の予算確保

のために県知事を含む政治的リーダーに対するアドボカシーを会合やソーシャリゼーションを通じ

て行ったことも、オーナーシップ醸成に貢献したと考えられる。 

                                                  
5 プカロンガン県の REDIP Mandiri ガイドラインの内容は以下のとおりである。第 1 章の REDIP Mandiri の概要では

REDIP の概念、目的、アプローチの特徴を解説している。第 2 章の REDIP Mandiri の実施体制では、KIT、TPK、学

校実施チーム、ファシリテーター/指導主事の役割と関係について述べている。第 3 章のプロポーザル事業では、計

画・立案・評価という事業サイクル、REDIP によって支援される学校と TPK の活動、4 つのよい活動事例、プロポ

ーザルのチェックリスト、審査について詳しく述べている。第 4 章の REDIP Mandiri の運営では、配賦金額の積算

方法、実施スケジュール、プロポーザル記載事項、透明性、監査、モニタリングと評価について記載している。第

5 章の報告では、活動報告書や会計報告書の書き方を記入例とともに記載している。 
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第４章 評価結果 

 

４－１ 妥当性 

本事業の妥当性は、対象地域における必要性、政策との整合性、手段の適切性の 3 つの観点から

非常に高いと判断される。 
 
（１）対象地域における必要性 

本事業の対象地域は、就学率の低さ、教員の質の低さ、学校運営における住民参加の不足といっ

た教育状況の課題を抱えていた。表 4-1 が示すように、特に新規対象地域であるバンテン州の就学

率は、全国平均と比べて非常に悪い状況にあった。 
 

表 4-1  2004 年の対象地域の前期中等教育の総就学率と純就学率 

州 市・県 総就学率 純就学率 

北スラウェシ ビトゥン 94.10％ 64.54％ 

ブレベス 78.87％ 60.48％ 中部ジャワ 

プカロンガン 78.88％ 61.04％ 

セラン 67.23％ 49.81％ バンテン 

パンデグラン 56.56％ 43.30％ 

インドネシア平均 81.62％ 61.63％ 

出所: Educational Statistics Center, MONE. (2008). 

 
さらに、REDIP2（開発調査「地域教育開発支援調査フェーズ 2」）は、REDIP モデルを活用した

地域教育行政が REDIP2 の対象郡で継続されること、また REDIP2 対象県内の非対象郡において実

施されることの必要性を明らかにしていた。REDIP2 はまた、REDIP モデルを全国展開することの

可能性を探るためには、新規対象地域で REDIP を実験することが必要であると結論づけていた。新

規対象地域であるバンテン州の本事業対象県は、①行政能力、②都市化の度合い、③学校の分布、

④パイロット郡へのアクセス、という基準にもとづいて選定されており妥当性が高い。 
 
（２）政策との整合性 

2005 年 1月に発令された国家中間開発計画に関する大統領令（Presidential Regulation No.7/2005 on 
the National Medium Term Development Plan）において、教育のアクセスと質の改善に関するビジョ

ンが示され、2009 年に 9 年間の義務教育へのアクセスを 99％にまで増加するとの数値目標が設定さ

れた。これを受けて、新国家教育開発戦略計画（National Education Development Strategic Plan 
2005-2009）では、2009 年までに総就学率と純就学率をそれぞれ 96.6％と 69.9％に増加するとの目

標が設定されている。REDIP 3 の上位目標「プロジェクト対象県の中学校教育のアクセスと質が向

上する」は、こうした国家開発政策・戦略に沿ったものである。 
プロジェクト目標「プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデル（コミュニティ

参加による学校主体の教育行政モデル）が確立し、既存の教育行政システムに融合される」も、地
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方分権化政策の一環としての、コミュニティ参加による学校を主体とした運営に関する国家政策に

沿ったものである。1999 年に発令された地方分権法と財政自治法によって、州政府の役割は弱まり、

県政府の役割が強化されたが、REDIP は本技術協力プロジェクト（REDIP3）以前の開発調査

（REDIP1）の時期からこうした地方分権化に向けた動きを支援してきた。REDIP3 においては、地

方分権化の進捗状況を踏まえて、県政府を実施組織として位置づけ、県・市実施チーム（KIT）を

編成した一方、REDIP 1 と 2 において直接のカウンターパートとしてきた州政府を調整の役割にと

どめ、州リエゾンチーム（PLT）を編成した。 
上位目標とプロジェクト目標はともに、日本の教育分野に関する上位計画である「基礎教育に関

する成長とイニシアティブ」（Basic Education Growth and Initiatives: BEGIN）との整合性が認められ

る。BEGIN は、機会の確保、質の向上、マネージメントの改善を重要分野と明示しているが、REDIP3
は直接的・短期的にはマネージメントの改善に、間接的・長期的には質の改善に貢献するものであ

る。プロジェクトは日本の対インドネシア援助政策との整合性もある。外務省の対インドネシア国

別援助計画では、教育は優先分野の１つとされており、とりわけ、地方教育行政の改善、教育の質

の改善（教員の質と学校運営の改善）、教育のアクセスの向上がその重点とされている。  
対インドネシア国別援助計画に基づいて 2005 年に策定された JICA の対インドネシア援助戦略で

は、教育分野で中等教育に重点が置かれており、地方教育行政の能力強化と学校運営の改善を通じ

て教育のアクセスの向上と質の改善を援助の目的としている。本プロジェクトはこうした援助戦略

と合致したものである。 
 
（３）手段の適切性 

 REDIP のアプローチは 5 つの特徴をもち、これらはインドネシアの教育課題の解決のために適切

であると判断される。第一に、REDIP は学校に対する介入だけでなく郡に対する介入を行っており、

このことがボトムアップの学校運営において有効であることが本プロジェクトによって証明された。

なぜなら郡は、以下の性格を持つからである。 
• 郡は住民が教育改善に参加するのに適したレベルである。 
• 郡内の中学校間で協力と良い意味での競争を促進するのに適度な学校群を形成できる。 
• 個々の学校と県教育局との間の触媒として機能できる。 
学校と郡に対する同時介入は、学校運営改善のための相乗効果を生んでおり、この点は他のドナ

ーの支援による事業にはあまり見られない点であると国民教育省関係者は評価している。 
第二に、REDIP は指導主事を含む県・市の教育行政の能力を強化し、このことが地方政府のオー

ナーシップの醸成、自立発展性の保証に寄与している。これはまた、インドネシアの地方分権化政

策に合致している。 
第三に、REDIP は対象となる郡のすべての種類の中学校を対象としている。インドネシアの中学

校には、普通公立中学校、普通私立中学校、宗教公立中学校、宗教私立中学校の 4 種類の中学校が

あり、普通中学校は国民教育省（MONE）の管轄下に、宗教中学校は宗教省（MORA）の管轄下に

ある6。宗教私立中学校のほとんどは、コミュニティによって設立されたという経緯から比較的財政

的に厳しい状況にある。これら 4 種の中学校を平等に支援するという REDIP のアプローチは、行政

                                                  
6 インドネシアの学校教育制度は、6-3-3-4 制で、小学校、中学校、高校、高等教育で構成される。1994 年に 9 年間

の教育（初等と前期中等教育）が義務化された。2000/2001 年度の 4 種類の各中学校数は、普通公立校が 10,615、普

通私立校が 10,106、宗教公立校が 1,167、宗教私立校が 9,918 であった。宗教私立校の占める割合は比較的大きい。 
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からの十分な予算措置を受けてこなかった宗教私立中学校に対して特に便益をもたらした。また、

対象郡のすべての中学校を対象とするというアプローチは、学校間のネットワークの強化、協力の

促進、情報の交換といった便益ももたらしている。その結果、REDIP の活動を維持拡大しようとい

うモメンタムがステークホルダーの間に生まれている。 
第四に、プロポーザルによる事業は REDIP の一部ではあるが中核を占めるアプローチである。ま

ず TPK と学校は問題の分析や教育開発計画の立案を行い、これに基づいて現状を改善するために自

分たち自身の活動を計画し、プロポーザルを作成する。プロポーザルの審査の後、地方政府、JICA
は TPK と学校に対して活動を実施するためのブロックグラントを配賦する。表 4-7 が示すように、

財政的自立発展性を保証するために地方政府は段階的にブロックグラント配賦額の負担率を増やす。

学校はそれぞれマッチングファンドを調達する。学校が調達するマッチングファンドは郡、県・市

によって異なるが、総事業費の 3％から 10％である。REDIP が支援するプロポーザルによる活動は、

教育・学習プロセスの改善を重視しており、学校施設改善のみの活動は認められない。特に以下の

活動を優先している。 
• 調べ学習、作文、話し合い、討論、校外での活動や観察を通じた生徒の学習機会の拡大。 
• 教室でのアクションリサーチ、教材やモジュールの開発を通じた教員の専門的技能の改善。 
• 就学率と退学率の改善ならびに住民参加の促進のための学校運営の改善。 
• 教科別研究会や校長会の実施を通じた教育の質の改善。 

プロポーザル事業は学校運営改善に有効であることが明らかとなった。その理由は以下のとおり

である。 
• 学校とコミュニティ（郡）が最も必要なところに資金が使われる。 
• 学校とコミュニティが自分たちのイニシアティブで問題解決にアプローチできる。 
• 活動の立案、実施、評価という一連のプロセスを通じて学校とコミュニティの間のコミュ

ニケーションと協力が促進される。 
• 学校とコミュニティはプロポーザル事業の実施と成果に責任を持つようになる。 

第五に、REDIP は教育改善プロセス全体における住民参加を促進している。図 4-1 の REDIP によ

る教育改善サイクルが示すように、REDIP では活動立案、実施のための一連の研修が行われ、住民

の教育改善に参加する能力を高めている。住民の能力強化プロセスは、まず学校や教育についての

あるべき姿（ビジョン）をつくることから始まる。次にコミュティは現状とビジョンを比べること

を通じて現状を分析し、ニーズを明らかにする。そして現状を改善するための活動を立案し、役割

分担、予算、期間を決める。こうしてブロックグラントのプロポーザルが作成される。KIT は基準

に基づいてプロポーザルを審査する。承認後、各学校と TPK はブロックグラントと自分たちが集め

たマッチングファンドを使って活動を実施する。活動の終了時に評価を行い、プロポーザルに設定

された目標の達成度、成功・失敗の要因を明らかにする。評価から得られた教訓は次の活動計画に

取り入れられる。これらの過程を通じて学校とコミュニティは教育改善サイクルに参加・関与でき

るようになる。 
これら REDIP アプローチの特徴は、すべて論理的にプロジェクト目標の達成に貢献すると判断さ

れることから、本事業は手段としての適切性が高い。 
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図 4-1 REDIP の教育改善サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA Study Team for REDIP (2005) REDIP Guideline ver.3.1  

 

 

４－２ 有効性 

 本事業の有効性は、プロジェクト目標の達成度、成果とプロジェクト目標の間の因果関係、促進・

阻害要因の 3 つの観点から非常に高いと判断される。 
 
（１）プロジェクト目標の達成度 

 プロジェクトの達成状況（３－３）で述べたように、プロジェクト目標である「プロジェクト対

象県/市の中学校教育において REDIP モデル（コミュニティ参加による学校主体の教育行政モデル）

が確立し、既存の教育行政システムに融合される」の 5 つの指標は、すべてプロジェクト終了時ま

でに達成される見込みである。 
 中間評価チームは、プロジェクト目標の鍵となる言葉は、「REDIP モデルの確立」であるとし、

以下の 4 つの要素で構成されるとした（図 4-1 参照）。 
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図 4-2 REDIP モデルの 4 つのコンポーネント 

 

以下にこれら４つのコンポーネントの達成度を検証する。 
① 郡中学校開発委員会（TPK）の設立 
 量的には、TPK はすべての対象郡に設立されている（プロジェクト目標の指標 4）。質的には、新

規対象地域における郡レベルでの学校間の活動は年々盛んになっている（成果の指標 3-3）。これは

TPK が学校と県教育局を結ぶ役割を果たしていることを示唆している。 
② プロポーザル事業によるブロックグラントの配賦 
 計画通りにプロポーザル事業を実施した TPK、学校は 100％に近い（プロジェクト目標の指標 3）。 
③ コミュニティ参加によるボトムアップの計画策定 
 プロポーザル事業のためのプロポーザルのうち、最初の審査で承認されたものの割合は、継続対

象地域についてはビトゥン市の 60％、ブレベス県・プカロンガン県の 95％から 98％である（成果

の指標 2-2）。新規対象地域では、郡によって異なり 20％から 100％である（成果の指標 3-3）。プロ

ポーザルの審査においては、各郡と学校の教育状況、問題、ギャップ、優先すべき課題、課題解決

のための活動が、住民参加プロセスを経た後に記述されているかをチェックしている。したがって、

この調査結果は、コミュニティ参加によるボトムアップの計画策定は概ね円滑に行われているもの

の、新規対象地域のセラン県のいくつかの郡では改善の余地がある。 
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④ 計画から評価までの一連のマネージメントサイクル 
 図 4-1 が示すように、REDIP のマネージメントサイクルの管理は、KIT や指導主事の役割である。

したがって、このコンポーネントが達成されるためには、KIT メンバーや指導主事の能力が鍵であ

り、中間評価によって最も重要視された点である。中間評価報告書は、「KIT は REDIP 業務のうち、

財政面でのマネージメント能力は習得していると判断されるが、特に、計画策定に関するスキルは

未だ十分であるとは言えない。KIT の能力に関してのアセスメント結果は、プカロンガン以外の 4
県においては KIT の実施能力に進歩はあるものの、プカロンガンと同様に未だフィールド・コンサ

ルタントの支援を要する」と述べている。そこで、中間評価チームは、今後もフィールドコンサル

タントから指導主事への技術移転のために、インプットを続けることのフィジビリティとその効果

を検証することと、フィジビリティが低いと判断された場合には、指導主事に替わる技術移転の対

象となる現地人材を決定することを提言した。 
 プロジェクト目標の達成度（3-4 参照）において、KIT メンバーや指導主事の能力の調査結果が報

告されている。このデータは、エンドライン調査において、フィールドコンサルタントに対して、

彼ら・彼女らが普段一緒に活動をしている KIT メンバーや指導主事のさまざまな能力のレベルを聞

くという客観的な評価のための質問紙で収集された。質問には、KIT や指導主事の REDIP について

の知識、ファシリテーションの技能、モニタリング・評価、そしてブロックグラント配賦の管理（KIT
のみ）といった REDIP のマネージメントサイクルに必要な知識、技能が含まれている。 
 継続地域については、プロジェクト目標の指標の一つが「フィールドコンサルタントの支援なし

でREDIP関連業務を行うことができるKITメンバーや指導主事の割合が60％以上」と設定されている。

この指標に関するエンドライン調査の結果は一様ではない。ビトゥン市の結果はKITメンバーにつ

いては57％、指導主事については61％とほぼ達成されている。一方、ブレベス県ではKITについて

は67％と高いが、指導主事については40％と低い。プカロンガン県ではKIT、指導主事ともに50％
と目標値を下回っている。しかしながら、この結果に関しては二つの事実に留意する必要がある。

第一に、地方政府においては職員の異動が多いため、県教育局は、下級職員をKITメンバーに選定

するケースがある。この事実がKITメンバーの能力の低さに帰結している可能性がある。第二に、

指導主事への技術移転には限界があると第2年次に判断されたブレベス県やプカロンガン県では、学

校やTPKレベルでのREDIPプロセスをファシリテートするための人材としてローカルファシリテー

ターが訓練、配置された。したがって、両県の指導主事はファシリテーション能力については比較

的低いという結果が出たと考えられる。 
 ブレベス県やプカロンガン県で指導主事の補完手段として配置されたローカルファシリテーター

の能力もエンドライン調査によって調査された。調査方法は、上述した KIT メンバーや指導主事に

対する調査と同じで、フィールドコンサルタントによるローカルファシリテーターの客観評価であ

る。表 4-2 が示すように 1 が「全くそう思わない」、5 が「非常にそう思う」の 5 段階評価である。

調査結果は、ローカルファシリテーターは、TPK や学校レベルで REDIP をファシリテートするた

めに必要な能力を十分備えていることを示している。終了時評価チームによるローカルファシリテ

ーターに対するインタビューによっても、彼ら・彼女らは REDIP 推進への強い意欲を持ち、県教育

局や指導主事を綿密に連絡、連携しながら活動していることが明らかにされた。したがって、彼ら・

彼女らの能力強化のための努力が協力期間終了時まで継続されるのであれば、中部ジャワ州におい

て指導主事の補完手段としてローカルファシリテーターを配置するという戦略は、成功する見込み

であると判断される。 
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表 4-2  フィールドコンサルタントによるローカルファシリテーターの能力についての評価 

（1=「全くそう思わない」、5=「非常にそう思う」の 5 段階評価）   

  ブレベス県 プカロンガン県

(1) REDIP についてよく理解している 4.4  4.5  

(2) 学校改善計画づくりのプロセスをファシリテートできる 4.2  3.2  

(3) 学校、TPK によるブロックグラントのプロポーザル作成をファシリテートできる 4.0  4.0  

(4) 学校と他の教育分野ステークホルダーの間のコミュニケーションを促進でき

る 
4.0  3.7  

(5) REDIP の活動をモニタリングできる 4.3  4.0  

(6) 活動・会計報告書作成プロセスをファシリテートできる 4.2  3.8  

平均値 4.2  3.9  

     出所: 2007 年に実施した REDIP 専門家チームによるエンドライン調査データ 

 
他方で、新規地域では KIT メンバーや指導主事の能力は目標値の 40％を大きく上回っている。エ

ンドライン調査結果によると、セラン県では KIT メンバーのうち 67％、指導主事のうち 57％がフ

ィールドコンサルタントの支援なしで REDIP の業務を行うことができる。パンデグラン県の結果は、

KIT については 50％、指導主事については 60％である。 
 以上の結果から、REDIP モデルの 4 つのコンポーネントは協力期間終了時までに達成される見込

みである。 
 
（２）成果とプロジェクト目標の間の因果関係 

すべての成果は、3-3 で示したとおり協力期間終了時までに達成される見込みである。PDM1 では、

プロジェクト目標達成のための外部要因として、「継続地域の地方政府によって REDIP 普及のため

の予算措置が講じられる」があげられている。実績の確認で示したとおり、この外部要因は満たさ

れている。 
PDM1 に掲げられた 3 つの成果の達成とプロジェクト目標の達成には、明確な因果関係があると

判断される。継続地域と新規地域の共通の成果 1「REDIP 型地方教育行政モデルの普及のための方

策が講じられる」、継続地域の成果 2「関係者（県教育局、郡、学校、コミュニティ等）が REDIP
型地方教育行政モデルを自立的に実施することができるようトレーニングされる」、新規地域の成果

3「社会経済状況に応じた REDIP 型地方教育行政モデルが開発される」がそれぞれ達成されること

によって、プロジェクト目標である「プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデル

（コミュニティ参加による学校主体の教育行政モデル）が確立し、既存の教育行政システムに融合

される」が達成されるという本プロジェクトのロジックは、論理的であると判断される。 
 
（３）促進要因と阻害要因 

 地方教育行政の能力強化の促進要因として 3 つの促進要因が確認された。第一に、成果 1 の指標
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である REDIP モデル現地化のためのアクションプランとして、REDIP Mandiri ガイドラインを開発

するというイニシアティブは、REDIP モデルを地方教育行政制度に融合する上で効果的であった。

「Mandiri」はインドネシア語で自立を意味し、この取り組みは REDIP に対するオーナーシップを

醸成する上でも有効であった。 
第二に継続地域の州や県・市、すなわち北スラウェシ州や中部ジャワ州、ビトゥン市、プカロン

ガン県、ブレベス県はすべて REDIP モデルを地方政府に対するアドボカシー活動によって地方政府

の中期開発計画に盛り込むことに成功した。これは財政的・組織的自立発展性を保証する上で効果

的であった。 
 第三に REDIP は、教育開発にかかわるステークホルダーの意識や態度ならびにステークホルダー

間の関係を著しく改善し、その結果、REDIP モデルの確立、普及のためのモメンタムがつくられた。

終了時評価調査チームによるインタビューでこの点は繰り返し聞かれた。以下にいくつかの声を紹

介する。 
 

「県教育局は、以前はマドラサ7にあまり関心がありませんでした。しかし REDIP が始まって

からは、私たちの学校に注目してくれるようになりました」（パンデグラン県、宗教私立校校

長） 
   
「REDIP は私の仕事のやり方を変えました。以前は毎日同じことの繰り返しでした。REDIP が

始まってから、毎日の仕事が学校改善計画に沿っているかを考えるようになりました。学校と

教育局との関係も変わり、以前より教育局を身近に感じるようになりました」（ブレベス県、

普通公立校校長） 
 
「郡教育事務所長としての私の仕事は、私の上司（県教育局）にやれと言われたことを忠実に

やることです。しかし、TPK 長としての私の仕事は違います。それは、TPK、つまり私たち自

身が決めたことをやることです」（ビトゥン市、TPK 長） 
 
「REDIP のおかげで私たちの学校は親からの信頼を得ることができました。いくら何のために

必要かを明確にしてお願いすれば、親は毎回寄付をしてくれるようになりました」（ビトゥン

市、普通私立校校長） 
 
「REDIP によって県教育局の雰囲気やコミュニケーションがずいぶん変わりました。以前は職

場の人間関係は垂直的でしたが、水平的に変わり、教育を良くしていくためなら言いたいこと

が言えるし、他局とのコミュニケーションも良くなりました」（プカロンガン県、教育局職員） 
 

二つの阻害要因が確認された。第一に最大の阻害要因は、県教育局のカウンターパートの人事異

動であり、カウンターパートの組織的、技術的能力の強化を阻害した。これは特にパンデグラン県

とプカロンガン県で顕著であった。この点は、日本人 REDIP 専門家だけでなく県教育局や KIT メ

ンバー自身にとっても共通の見解である。しかし人事異動はプロジェクトがコントロールできない

                                                  
7 宗教私立校 
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外部要因である。第二に、これも外部要因であるが、地方政府はブロックグラント（使途費目があ

らかじめ定められていない補助金）の配賦を禁じるという、2006 年に内務省が決定した通達第 13
号によって、ビトゥン市では市政府と市教育局の調整不足が生じ、2007 年にブロックグラントの

TPK と学校に対する配賦が大幅に遅れた。 
 
４－３ 効率性 

 本案件の有効性は、投入のタイミングと成果の産出、費用の効率化、ユニットコストの適切さと

いう観点から高いと判断される。 
 
（１）投入のタイミングと成果の達成 

投入は 3-1、3-3 に述べたようにほぼ予定どおり実施され、その結果、成果は計画とおり達成され

た。投入のタイミングに関する問題点としては以下があげられる。日本側の投入については、第 2
年次に JICA の財政面の制約のために中部ジャワ州の対象県に対するブロックグラントが一時凍結

されたことにより、カウンターパートの混乱を招き、ブロックグラントの拠出が遅れた。インドネ

シア側の投入については、上述した内務省通達の影響によって、2007 年にビトゥン市ではブロック

グラントの配賦が遅れた。 
 

（２）費用の効率化 

費用面の効率化を図るための工夫として 3 点が確認された。第一に日本からの長期専門家を派遣

する代わりに、現地コンサルタントであるフィールドコンサルタントを訓練した上で、県レベル、

州レベルに配置した。第二に、フィールドコンサルタントの役割と責任を段階的に KIT メンバー、

指導主事、ローカルファシリテーターに移譲するという戦略を取ったことが、オーナーシップと自

立発展性の醸成に貢献した。第三に現場での研修に加えて、日本での研修が 3 回行われたことが、

カウンターパートのやる気の向上と積極的な関与をもたらした。 
 
（３）ユニットコストの適切さ 

類似案件と比較するために、州教育局が独自に本プロジェクトとは別の対象地域に REDIP を普及

しているREDIP－Pならびに国民教育省による同様のイニシアティブであるREDIP-Gとのユニット

コストを算出した。算出にあたっては、ブロックグラント、研修やソーシャライゼーション、ロー

カルコンサルタントにかかる費用の合計を支援対象の TPK と学校の数の割合に応じて、TPK にか

かる総コスト、学校にかかる総コストを算出し、これらを TPK 数、学校数で割った。 
表 4-3 が示すように、TPK のユニットコストは、本プロジェクト（REDIP-JICA）の方が REDIP-P

や REDIP-G よりも大きい。これは REDIP-JICA は、TPK の役割を重視しており、TPK に配賦する

ブロックグラントの金額が 1TPK あたり 2,991 万ルピアと REDIP-G の 1,957 万ルピア、REDIP-P の

250 万ルピアと比べて多いからである。一方、学校のユニットコストは、REDIP-JICA の方が REDIP-G
よりも少ない。これは REDIP-JICA のブロックグラントは教育の質の改善を主な目的とするのに対

して、REDIP-G のブロックグラントでは学校施設の新規建設や大規模補修も可能であるからである。 
したがって、REDIP-JICA のユニットコストは、REDIP-G、REDIP-P と比べて適切なレベルであ

ったと結論づけることができ、協力期間終了後も中央政府、地方政府が自ら持続的に実施できるも

のと判断される。しかしながら、REDIP-G と REDIP-JICA は、ブロックグラントの使途が異なるが
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ゆえに期待される効果も異なるという点に留意する必要がある。 
 

表 4-3  REDIP-JICA, REDIP-P and REDIP-G のユニットコスト 

（2007 年データに基づく。通貨単位は、100 万ルピア） 

    REDIP-JICA *1 
REDIP-P 

(中部ジャワのケース) 
REDIP-G 

TPK 65 (10.28％) 12 (33.33％) 23 (7.08％)
支援対象数 

学校 567 (89.72％) 24 (66.67％) 302 (92.92％)

JICA

県

 1,113

831TPK 

計 1944 

30 
  

450 

JICA

県

6,393

5,570

ブロックグラント配賦額 

学校 

計 11963 

120  10,000 

JICA

県

426

225研修やソーシャライゼーション *2 

計 650 

 124 1,500 

1693  
コンサルタント  

(20 名) 

181 

(JICA から２名) 

120 

(教育省から１名) 

TPK にかかる総費用  2,185  132  565  

学校にかかる総費用  14,065  324  11,505  

TPK へのブロックグラント平均額 29.91  2.50  19.57  

学校へのブロックグラント平均額  21.10  5.00  33.11  

TPK のユニットコスト 33.61  10.98  24.55  

コンサルタント費用を除いた TPK のユ

ニットコスト 
30.94  7.54  19.93  

学校のユニットコスト  24.81  13.48  38.10  

コンサルタント費用を除いた学校のユ

ニットコスト 
22.13  8.44  37.73  

対象地域 

ビトゥン市（北スラウェ

シ州）、ブレベス県、プ

カロンガン県（以上、

中部ジャワ州）、セラン

県、パンデグラン県

（以上、バンテン州） 

レンバン県、テガル

県、スマラン県、スラゲ

ン県、ブロラ県（いずれ

も中部ジャワ州） 

ボゴール県、ブカシ

県（以上、西ジャワ

州）、タンゲラン県（以

上、バンテン州） 
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対象となる学校 

対象郡のすべての学

校 

対象郡ごとに 2 つの普

通公立学校 

対象郡の恵まれた学

校（国家標準学校、

標準以上の学校、富

裕層向け私立校、イ

ンターナショナルスク

ール）以外のすべて

の学校 

配賦額決定基準 

生徒数、学校の場所、

テルブカの有無などの

よる数式に基づく 

固定 TPK については学校

数に応じて 2,500 万、

2,000万、1,500万の3

段階。学校について

はパケット方式（1 パ

ケットは 2,500 万） 

グラントの使途 活動 活動 施設改善と活動 

期待される効果 

教育の質、学校運営

の改善 

教育の質、学校運営

の改善 

アクセスの改善、加

えて質、学校運営の

改善 
*1 JICA の支援額についてのデータは 2006 年 9 月から 2007 年 7 月分で算出。 
*2 セラン県とパンテグラン県の教育局による負担額は除外してある。 

 

４－４ インパクト 

 本案件のインパクトは、上位目標の達成度やポジティブなインパクトの創出という観点から非常

に高いと判断される。 
 
（１）上位目標の達成度 

上位目標 プロジェクト対象県/市の中学校教育のアクセスと質が向上する。 

1. （各県における）中学校就学率と中退率が改善される。 指標 

2. 教育の質の向上を測る主な指標（生徒の学力、教員の能力、学校経営等）が向上す

る。 

 
REDIP 専門家チームによる 2008 年 2 月時点の状況の調査結果は以下のとおりである。 

指標 1. （各県における）中学校就学率と中退率が改善される 
各県の教育統計に基づいて算出した、各県の総就学率、純就学率、中退率の推移は表 4-4 のとお

りである。多少の波はあるものの、就学率・中退率とも改善の傾向にある。 
パンデグラン県 REDIP 郡の就学率の伸び率は Non-REDIP 郡より大きいが、セラン県では REDIP

郡と Non-REDIP 郡に大きな差は認められない。表 4-5 にサンプル校を対象とした質問票調査より算

出した中退率の推移を示す。 
継続県であるビトゥン市、中部ジャワ州のブレベス県、プカロンガン県で中退率は減少している

が、同じ中部ジャワ州の統制グループ（テガル県、ブロラ県）もほぼ同様に減少している。新規県

をみると、バンテン州統制グループ（セラン県、パンデグラン県の Non-REDIP 校）に大きな変化が

ない一方で、セラン県では減少し、パンデグラン県では逆に増加している。 
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総就学率

2003 2004 2005 2006 2007

ビトゥン NA NA 90.4% 85.7% 89.1%
ブレベス 54.1% NA 65.2% 60.8% 62.6%
プカロンガン NA 60.3% 76.7% 76.6% 79.7%
セラン REDIP郡 NA NA 68.6% 73.9% 73.9%

Non-REDIP郡 NA NA 64.2% 66.1% 71.6%
パンデグラン REDIP郡 NA 70.6% 66.8% 81.9% 87.2%

Non-REDIP郡 NA 41.4% 42.7% 47.7% 64.4%

純就学率

2003 2004 2005 2006 2007

ビトゥン NA NA 66.1% 63.0% 67.7%
ブレベス 40.7% 49.4% 46.8% 48.4%
プカロンガン NA 45.2% 58.7% 75.0% 75.5%
セラン REDIP郡 NA NA 52.3% 61.6% 58.4%

Non-REDIP郡 NA NA 51.2% 53.5% 56.6%
パンデグラン REDIP郡 NA 52.0% 47.0% 67.9% 66.6%

Non-REDIP郡 NA 33.2% 32.1% 38.3% 49.3%

中退率

2003 2004 2005 2006 2007

ビトゥン NA NA 1.8% 1.4% 1.3%
ブレベス 1.7% NA 2.4% 1.9% 1.2%
プカロンガン NA 2.3% 2.5% 2.0% 1.9%
セラン REDIP郡 NA NA 0.9% 3.7% 1.0%

Non-REDIP郡 NA NA 1.1% 3.8% 0.9%
パンデグラン REDIP郡 NA 1.1% 1.5% 0.5% NA

Non-REDIP郡 NA 2.5% 2.8% 0.8% NA

県／市　　　　　　　　　　　年

県／市　　　　　　　　　　　年

県／市　　　　　　　　　　　年

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

Bitung Brebes Pekalongan Control

(Central Jawa)

Serang Pandeglang Control

(Banten)

2005/06

2006/07

このように、就学率と中退率の改善と REDIP との明確な因果関係は、統計を見る限り断定できな

い。しかし、TPK へのインタビュー調査を実施した REDIP 対象郡（サンプル数：18）では、REDIP
実施以降、郡全体の就学率の上昇、中退率の減少、郡外の中学へ進学する子供の減少がみられ、そ

れらは REDIP の効果であるという意見が多く聞かれた。 
 

表 4-4 各県の総就学率、純就学率、中退率の推移 2003 年から 2007 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-5 サンプル校の中退率の推移、2005/06 年と 2006/07 年 
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位

ビトゥン市 マナド市 トモホン市

指標 2. 教育の質の向上を測る主な指標（生徒の学力、教員の能力、学校経営等）が向上する 
• 生徒の学力 

全国統一卒業試験（UN）の、県/市別平均点と、その州内での順位の変化をもって REDIP の生徒

の学力に与える影響を推し量る。ただし、この UN には様々な問題があり、教育の質を測る指標と

して使うことに懸念と批判があることを付記する8。 
 表 4-6 に示すとおり、ビトゥン市の UN 順位は北スラウェシ州内において一貫して最下位の 9 位

であったが、2007 年は 8 位に上昇した。中部ジャワ州では、ブレベス県は 2007 年を除き一貫して

上昇傾向にある。プカロンガン県は 2005 年まで低迷していたが、その後緩やかではあるが上昇して

いる。エンドライン調査時に統制県に選んだ同州のテガル県とブロラ県の順位が近年下降傾向にあ

るのと対照的に、REDIP2 県が上昇傾向にある点は興味深い。セラン県とパンデグラン県は、REDIP
実施後初めての UNであった 2006年から 2007年にかけての順位は現状維持あるいは上昇している。

この 2 県は REDIP 実施期間がまだ短いため、今後の推移を注視する必要がある。 
 

表 4-6 全国統一卒業試験(UN)の各州内における順位の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
8 JICA 専門家チームは、エンドライン調査の一環として REDIP の生徒の学力に対するインパクトを測定すること

を目的に TIMSS（Trends in International Mathematics and Science Study）と呼ばれる数学と理科の到達度調査を、REDIP
実施校から 69 校、REDIP を非実施校（統制校）から 24 校をそれぞれランダムに選んで、3 年生を対象に実施した。

サンプル数は、新規対象地域の学校から 813、継続地域の学校から 1,138、統制校から 253 であった。本事業の協力

機関である東京工業大学牟田研究室は、TIMSS 結果データの分散分析と多重比較を行った。分析結果は、継続校の

生徒の能力値は新規校、統制校に比べて統計的に有意に高いことを示している。しかし新規校と統制校の間には有

意な差は見られなかった。これは、学力に対する REDIP の効果の発現には一定の期間を要することを示唆している

と考えられる。 
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1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007

U
N

順
位

パンデグラン県 セラン県

設 問 尺 度

a) 先生は（教える）教科についての知識を十分有している。  1. Strongly disagree

b) 先生は授業で教材を活用している。  2. Disagree

c) 先生は生徒が授業を理解しているかどうか確認してくれる。  3. Hard to say

d) 先生は生徒が授業で質問をするよう促してくれる。  4. Agree

e)  先生は教え方がうまい。  5. Strongly agree

結 果：合計点の平均 (合計点の範囲：5-25）

県／市 2年前 現在 差

ビトゥン県 19.16 21.41 2.25

ブレベス県 18.95 20.42 1.47

プカロンガン県 19.02 20.14 1.12

中部ジャワ州統制グループ 19.92 20.91 0.99

セラン県 19.03 20.39 1.36

パンデグラン県 18.80 20.22 1.42

バンテン州統制グループ 19.06 20.29 1.23

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

フィールドコンサルタントによるインタビュー調査結果では、UN スコアと合格率の上昇が

REDIP の効果として挙げられていると同時に、生徒の能力の向上を測るものとして学業以外のもの

も評価を受けている。例えば、スポーツ・文化活動での成果、ライフスキル（縫製、食品加工、コ

ンピューターなどの技能）の取得、素行面の改善（規律正しくなった、親の言いつけを守るように

なった等）などである。 
 

• 教員の能力 
 フィールドコンサルタントによるインタビュー調査では、REDIP 実施により教員の意欲が増し、

授業能力が向上したという意見が非常に多く寄せられた。これは、表 4-7 に示す生徒に対する質問

票調査での教員について尋ねている設問への回答結果や、表 4-8 に示す教員への質問票調査での自

分の授業についての自己評価の結果からも裏付けることができる。 
 

表 4-7 生徒に対する教員についての質問票調査結果 
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設 問

a) あなたの授業パフォーマンスを評価してください。

b) 私は授業で教材（地図、地球儀、模型、写真等）を活用する。

c) 私は授業で視聴覚機器（テープレコーダー、テレビ、プロジェクター等）を活用する。

d) 私は授業計画を準備する。

e) 私は授業の前に活動（グループ、ペア、個人等）に応じた座席のアレンジを考える。

f) 私は授業で使うための教材（ワークシート、模型、チャート等）を工夫して作る。

g) 私は授業の後、生徒の理解度をチェックする。

h) 私は定期的に生徒の理解度を評価する。

i) 私は授業の後、生徒の理解度をチェックする。自分の教え方について振り返る。

j) 私は生徒に対する評価を時折見直す。

結 果：合計点の平均 (合計点の範囲：10-50）  尺 度（設問a)の尺度）

県／市 2年前 現在 差  1. Strongly disagree (Very bad)

ビトゥン県 35.93 39.98 4.05  2. Disagree (Bad)

ブレベス県 32.68 37.63 4.96  3. Hard to say (Normal)

プカロンガン県 33.83 36.94 3.11  4. Agree (Good)

中部ジャワ州統制グループ 33.89 36.07 2.18  5. Strongly agree (Very good)

セラン県 33.53 37.51 3.97

パンデグラン県 32.52 36.70 4.19

バンテン州統制グループ 32.83 35.83 3.00

表 4-8 教員に対する自分の授業についての質問票調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 年前と比較して、REDIP 対象地域のプラスの変化の方が統制グループそれより大きく、全体と

して教員のパフォーマンスは REDIP 県の方がより向上しているといえる。したがって、REDIP は

教員の能力の向上に一定のインパクトがあったと考えられる。 
 
• 学校経営 

 フィールドコンサルタントによるインタビュー調査では、REDIP の効果の一つとして学校経営

の改善が多くの関係者より挙げられ、その意見の中には「学校経営のプロセスがより民主的となり、

透明度が高まった」という表現がみられた。この評価は、教員および校長を対象とした質問票調査

の結果（表 4-9、表 4-10）からも裏付けることができる。 
2 年前と比較して、REDIP 県のプラスの変化の方が統制グループのそれより大きく、全体として

学校経営のあり方は REDIP 県の方がより向上しているといえる。したがって、REDIP は学校経営

の向上に一定のインパクトがあったと考えられる。 
以上のエンドライン調査結果から、結論としては、アクセス面について就学率と中退率はともに

改善しているものの REDIP とこれらの因果関係を断定することはできない。しかしながら、インタ

ビュー調査は、就学率、中退率の改善は REDIP の効果であるとの意見が多いことを示している。 
質的な側面について生徒の学力は、全国統一卒業試験（UN）の結果によると、ブレベス県は中部

ジャワ州 35 県・市のなかで 2002 年は 34 位だったのが、2006 年には 8 位、2007 年には 13 位となり

大幅に改善された。しかし、他の継続地域（ブレベス市、プカロンガン県）の UN 結果はほぼ現状

維持であり、対象地域全体を見る限り REDIP の影響を断定することはできない。教員の能力、学校

運営については、調査結果から REDIP によって教員の能力、やる気ともに改善し、学校運営につい

ても透明性、説明責任が向上したことが明らかとなった。上位目標の指標は今後のモニタリングが

必要である。 
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設 問

a) 校長は学校経営（方針や計画の策定、会議等）においてリーダーシップを発揮している。

b) 校長は教職員が学校経営に参加することを後押ししている。

c) 私は学校の方針や計画の策定に参加している。

d) 私は学校の会議に積極的に参加している（質問をする、情報共有をする、問題点を明らかにする、反対意見を言う等）。

e) 私の学校では、教員研修は最も重要視されるものの1つである。

f) 私は学校で、定期的に他の教師と教え方についてのアイディアや教材について情報共有したり議論したりする。

g) あなたは学校開発計画の策定に参加していますか？

h) あなたは学校予算がどのように使われているか知っていますか？あるいはその情報にアクセスできますか？

結 果：合計点の平均 (合計点の範囲：8-38）  尺 度（設問g)の尺度）

県／市 2年前 現在 差  1. Never (Not involved)

ビトゥン県 28.98 31.68 2.71  2. Seldom (A little involved)

ブレベス県 25.78 28.77 2.99  3. Sometimes (Very much involved)

プカロンガン県 25.07 26.72 1.64  4. Often

中部ジャワ州統制グループ 24.40 25.67 1.28  5. Always

セラン県 26.86 29.54 2.68

パンデグラン県 26.13 28.68 2.55

バンテン州統制グループ 26.19 27.80 1.61

表 4-9 教員に対する学校経営についての質問票調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-10 校長に対する学校経営についての質問票調査結果 

 

設 問

a) わたしは学校の方針やプログラムの策定において全ての教師を巻き込んでいる。

b) わたしは学校の方針やプログラムの策定において全ての職員（非教員）を巻き込んでいる。

c) わたしは学校での会議において教職員が質問したり、情報共有をしたり、問題点を明らかにしたり、反対意見を

述べたりできる雰囲気をつくっている。

d) 全ての教職員が職能開発の機会を持っている。

e) 学校内でのコミュニケーションは、効果的で、正確に、的確に、タイミングよく行われている。

f) 学校の教職員は学校開発計画の策定に参加していますか？

g) 学校委員会は学校開発計画の策定に参加していますか？

結 果：合計点の平均 (合計点の範囲：7-31）  尺 度（設問f), g)の尺度）

県／市 2年前 現在 差  1. Never (Not involved)

ビトゥン県 26.14 28.86 2.71  2. Seldom (A little involved)

ブレベス県 26.09 28.78 2.70  3. Sometimes (Very much involved)

プカロンガン県 24.85 28.05 3.20  4. Often

中部ジャワ州統制グループ 26.13 28.00 1.88  5. Always

セラン県 24.72 27.79 3.08

パンデグラン県 24.59 27.89 3.30

バンテン州統制グループ 24.89 27.11 2.22  

 

（２）ポジティブなインパクト 

REDIP-G の開始、基礎教育政策への影響、他の学校補助金への影響、宗教中学校の改善という 4
つのインパクトが見られた。 
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① REDIP-G の開始 

最も重要でポジティブなインパクトは 2005 年に国民教育省が開始した REDIP-G である。国民教

育省初中等教育運営総局は REDIP をコミュニティベースの学校運営のモデルとして採択し、

REDIP-G（後ほど PSBM/REDIP-G）という名称で 2005 年にジャカルタ近郊の 3 県（バンテン州タ

ンゲラン県、西ジャワ州ボゴール県、ブカシ県）の 9 郡の 126 校の規模で始めた9。REDIP-G の目

的は、REDIP モデルが既存の教育システムにおいてどの程度機能するかを検証することである。学

校は REDIP-G の実施を歓迎しており、2008 年には対象県は同じであるが、23 郡の約 300 校に拡大

される予定である。REDIP-JICA と REDIP-G の類似点、相違点は表 4-11 のとおりである。 
 

表 4-11  REDIP3 と REDIP-G との比較 

 ＲRDIP 3 (REDIP-JICA) REDIP-G 

アプローチ/コンセプ

ト 

地方行政官、コミュニティ、学校のエンパワーメントというアプローチとコンセプトは両者に共通す

るものである。 

対象 すべての学校（公立校、私立校、普通校、イス

ラム学校）と TPK 

教育省標準校プログラム校、教育省標準プラ

スプログラム校、インターナショナルスクール

を除く全中学校、イスラム中学校（ただし 2008

年からイスラム中学校への支援はしない） 

焦点 教育の質の向上 教育のアクセスの改善が最優先事項である

が、教育の質の改善とガバナンスの強化も焦

点とした総合的なアプローチを採用している。

スキーム 計画～評価までの一連のマネージメントサイクルという点で両者は共通している。 

計画  資金配賦にはプロポーザルの審査を要する。 資金配賦にプロポーザルの提出は必要なし。

代わりに、5 年教育開発計画に基づく年間計

画の作成を要する。 

資金供与 上限あり。 パッケージ型（学校にはニーズに応じて 1～6

のパッケージが配賦される。１パッケージは

250 万ルピア） 

キャパシティデベロッ

プメントの方法 

REDIP3 実施のために採用した、中央、州、県

付きのインドネシア人コンサルタントによる。 

国民教育省に専属のコンサルタントが 1 人配

属 さ れ て い る 。 地 方 分 権 化 予 算

（decentralization budget）で県に配置している

コ ン サ ル タ ン ト が 県 技 術 チ ー ム （ district 

technical team）のキャパシティデベロップメン

トを実施。 

今後の課題 両者ともに、県教育行政官のキャパシティデベロップメントが今後の課題である。 

出所：「REDIP 中間評価報告書」（2006 年）を一部修正 

 

 

                                                  
9 PSBM は、インドネシア語で「コミュニティ参加型学校改善施策」を意味する言葉の頭文字である。施策名には

インドネシア語を用いるという国民教育省による方針に基づき、REDIP-G に PSBM が追記された。 
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② 基礎教育政策への影響 

表 4-12 が示すとおり、REDIP と類似した案件が、アジア開発銀行（ADB）や世界銀行、オース

トラリア国際開発庁（AusAID）、UNICEF、UNESCO、米国国際開発庁（USAID）によって支援さ

れてきた。終了時評価チームによるインタビューにおいて、アジア開発銀行の担当者は、同行が 2001
年に始めた基礎教育分権化（Decentralized Basic Education: DBEP)のアプローチと REDIP のそれは、

ボトムアップの学校運営、郡レベルへの介入といった点で類似点があることを認めつつも、その要

因は REDIP1、2 の影響によるものではなく、当時のインドネシア政府の分権化政策の影響であると

回答している。REDIP に類似したアプローチを採用している他のドナーについても同様であろうと

も述べている。 
一方、DBEP の形成にかかわっていた国民教育省の中等教育局長は、DBEP の形成ならびに

UNICEF/UNESCO による Creating Learning Communities for Children (CLCC)という事業の形成にも

REDIP フェーズ 1、2 は影響を与えたとの認識を示している。さらに、国民教育省および宗教省の

強いオーナーシップのもとで 2008 年度中に策定される基礎教育開発計画である、基礎教育キャパ

シティ信託基金（Basic Education Capacity Trust Fund: BEC-TF)とセクター・ワイド・アプローチを通

じたシステム改善（System Improvement through Sector Wide Approach: SISWA）（世銀プロジェクト）

は、REDIP のアプローチを取り入れる予定であると述べている。REDIP という名称は消えるかもし

れないが、学校や郡のエンパワーメントという REDIP の考えは、インドネシアの教育政策に今後も

位置づけられ、REDIP は国民教育省の今後の計画のレファレンスモデルとなるとの見解を示してい

る。また国民教育省は、他ドナーに対して新規事業形成にあたっては REDIP のアプローチを採用す

るように勧めている。 
したがって、REDIP のアプローチは、インドネシア政府の基礎教育開発計画に融合される見込み

であり、これによって、今後も REDIP は他のドナーの基礎教育プログラムにも影響を与えることが

予測される。 
 

表 4-12  REDIP と類似したアプローチを採用した他ドナーによる案件 

ドナー 案件名 開始年 終了年 援助額 援助形態 

ADB Decentralized Basic Education (DBEP) 2001 2008 $100 mill ローン 

World Bank Sumatra Basic Education Project  1999 2006 $74,600,000 ローン 

Indonesia Australia Partnership in 

Basic Education (IAPBE) 

2004 2007 A$9.7 mill グラント AusAID 

Indonesia Australia Partnership for 

Basic Education (AIPBEP) 

2006 2009 A$200 mill グラント 

UNICEF/ 

UNESCO 

Creating Learning Communities for 

Children(CLCC) 

1999 2006 $200,000 per agency 

plus contributions from 

NZAID and AusAID 

グラント 

USAID Managing Basic Education (MBE) 2003 2007 $10 mill グラント 
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③ 他の学校補助金への影響 
BOS は学校へのアクセスや公平性を改善するための運営補助金である10。REDIP の会計報告の透

明性の高さは、国民教育省、宗教省による BOS を含む他の学校補助金に対してポジティブな影響を

与えた。REDIP の経理管理、会計報告の研修を受けた校長や学校職員は、BOS 資金の管理について

も適切に行うことができ、REDIP と同様の会計報告フォーマットを使って行っている。さらに、

REDIP 対象校では、REDIP のブロックグラント、BOS 等の学校補助金、コミュニティからの寄付を

含むすべての収入とその使途を明らかにした会計報告を行っており、これは学校の中期改善計画、

年次計画にも反映している。また学校の収入全体の会計報告、活動報告を学校の掲示板に掲示し、

透明性と説明責任を確保している学校もある（合同評価報告書 Annex-7 参照） 
 
④宗教私立校（マドラサ）へのインパクトおよび教育局と宗教事務所の関係への影響 

REDIP のアプローチの特徴の一つがすべての種類の学校を平等に支援することである。これは、

主にコミュニティからの寄付に頼り、財政難に苦しんできた宗教私立校のアクセスや質の改善をも

たらした。したがって、REDIP の宗教私立校に対するインパクトは、資金や人材面で比較的豊かで

ある普通校や宗教公立校よりも大きかった。たとえば、終了時評価調査チームが訪問した、ボゴー

ル県のある宗教私立校では、REDIP によって不十分であった教科書、スポーツ・音楽機材、本の改

善が行われたこと、雨漏りしていた教室の屋根が補修されたことが確認された。また、同校の退学

率は 2003 年の 5％から 2007 年の 0%に減少し、就学者数は同じ期間に 200 人名から 384 人に増加し

たことも確認された。 
すべての中学校を平等に支援するというアプローチは、県教育局と県宗教事務所（宗教省の県レ

ベルの行政機関）の間の関係にもインパクトを与えた。縦割り行政の弊害により、REDIP 以前は両

者の間は遠かったが、REDIP の KIT チームとして一緒に働く過程で、両者の間のコミュニケーショ

ン、協力関係は大幅に改善された。たとえば終了時評価調査のインタビューに対して、KIT メンバ

ーであるプカロンガン県の宗教事務所の職員は、REDIP によって県教育局との心理的な距離は非常

に近くなったと回答している。 
 
（５）ネガティブなインパクト 

 ネガティブなインパクトは特に認められない。 
 
４－５ 自立発展性 

 自立発展性は、制度面、財政面、人材・技術面の観点から非常に高いと判断される。ただし、協

力期間終了時まで、KIT メンバー、指導主事、ローカルファシリテーター（プカロンガン県、ブレ

ベス県）に対する能力強化の努力は必要である。本節では各観点からの自立発展性を検証した後、

各県・市、州、国民教育省の REDIP の将来計画を整理する。 

                                                  
10 BOS とは国会教育省と宗教省が共同で 2005 年から始めた新しい学校補助金制度である。補助金は州・県政府か

らのデータをもとに国庫から学校の口座に直接送金される。国内のすべての小中学校（普通校、宗教校、公立、私

立）が対象で、配賦額の年額は、小学校が生徒１人あたり 235,000 ルピア、中学校が生徒１人あたり 324,500 ルピア

である。生徒数の多い学校が受け取る金額は大きくなり、REDIP で配賦しているグラントの数倍から 10 倍程度に上

る学校もある。使途は基本的に「経常経費」に限られるが、かなり自由度がある。BOS の補助金を受ける学校は、

保護者から入学金、教科書代、副教材代、学校維持補修費、教員手当、試験代、生徒活動費を徴収してはならない

と規定されている。 
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（１）制度面 

• 国レベル 
 新国家教育開発戦略計画（National Education Development Strategic Plan 2005-2009）では、学校の

ガバナンス、説明責任、イメージがインドネシアの学校教育の主要課題とされている。これらの課

題に対して学校をベースとする運営、住民参加は有効であるので、REDIP は国民教育省の政策と合

致している。政策ニーズとの合致は、REDIP の自立発展性の重要な前提である。さらに国民教育省

担当官へのインタビューによると、インパクトの検証において述べたとおり、REDIP の主要なコン

セプトは、他のドナーによるプログラムに反映されるだけでなく、同省自身のプログラムにも反映

されることになる。言い換えれば、REDIP は同省の今後の政策、プログラムに統合されていくこと

になり、制度面の自立発展性は保証されていると判断される。 
 
• 県レベル 
 継続地域であるビトゥン市、ブレベス県、プカロンガン県は以下の要因により現状の実施メカニ

ズムである KIT や TPK を維持すると判断される。第一の要因は、地方政府の規則や地方の社会・

文化・経済的状況を反映させた REDIP Mandiri ガイドラインの開発と採択である。注目されるべき

点は、2008 年 2 月に首長による署名つきで大々的に発表されたブレベス、プカロンガン県のガイド

ラインで、行政的に正式に位置づけられていなかった TPK が REDIP の郡レベルの実施機関として

正式に承認されたことである。ローカルファシリテーターについては、ガイドラインの採択によっ

て彼ら・彼女らの ID カードが県教育局によって発行されることになっている。ビトゥン市は 4 月

に REDIP Mandiri ガイドラインを発表する予定である。 
第二の要因は、REDIP モデルが 3 県/市の中期開発計画（RENSTRA）に取り入れられたことであ

る。これは REDIP が地方政府の教育開発計画に融合されたことを意味し、REDIP 事業の予算確保

の根拠となる。REDIP という名称は、RENSTRA には見られないが、REDIP のアプローチ、要素で

ある住民参加を伴うボトムアップによる学校運営、質の改善のためのブロックグラントは、明確に

RENSTRA の中で述べられている。ただし、RESNTRA は通常、首長が選挙で選出されるごとに改

定されるので、今後も県・市教育局は、政治リーダーに対するアドボカシーを継続するとともに、

RENSTRA の評価、改定プロセスを注視していく必要がある。 
新規地域であるセラン県、パンデグラン県は、県教育局内にKITが計画どおりの時期に設立され、

教育局や宗教事務所から適切な人材が配置された。パンデグラン県の KIT は、APBD（県政府予算）

による REDIP を開始し11、REDIP-JICA を参考にして、REDIP 専門家チームの協力によってそのた

めのガイドラインを作成した。両県ともに REDIP を担当する指導主事を計画どおり配置した。フィ

ールドコンサルタントや REDIP 専門家チームは主に OJT を通じて彼ら・彼女らの研修を行ってき

た。しかしながら REDIP の自主運営のためには、指導主事や KIT メンバーの能力強化支援が必要

とされている。 
 
• 州レベル 

•  

                                                  
11 APBD とは、州・県政府予算のことで、財政助成、社会助成、活動経費で構成されている。活動経費は、州・県

がブロックグラント的に教育予算として活用することが可能であり、この枠内で REDIP 予算を確保している。 
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北スラウェシ州、中部ジャワ州ともに REDIP を州の中期開発計画（RENSTRA）に融合済みであ

る。両州の教育局の役割に共通しているのは、REDIP の調整、ソーシャリゼーションを通じた普及、

研修である。さらに中部ジャワ州教育局は、RENSTRA の枠組みに沿って独自に REDIP を拡張して

いる。 
新規地域については、バンテン州リエゾンチーム（PLT）は、独自に REDIP-P の実現に向けて努

力している。レバック県の対象学校、TPK での REDIP 活動を推進する PLT を支援するために REDIP
専門家チームは 2 人のフィールドコンサルタントを配置している。バンテン州は比較的新しくでき

た州であるため、PLT は有能な人材の不足にいまだに直面しており、今後も州教育局の能力強化支

援は必要である。 
 
（２）財政面 

• 県・市レベル 
表 4-13 が示すように、県・市政府はブロックグラントの配賦額の負担率をミニッツで合意された

とおり年々増加してきた。 
 

表 4-13 県・市によるブロックグラントの負担率 

 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

ビトゥン市 100％ 100％ 100％ 100％ 

ブレベス県 46.4％ 60.8％ 80.7％ 100％ 

プカロンガン県 40.0％ 60.1％ 81.0％ 100％ 

セラン県  - 0％ 3.9％ 26.7％ 

パンデグラン県 - 5.3％ 8.8％ 22.9％ 

  
ビトゥン市、ブレベス県、プカロンガン県は、首長、議会などのステークホルダーによる強力な

支援によって REDIP 予算を計画どおり確保している。透明性、説明責任を確保した会計管理・報告

システムも維持している。ブレベス県とプカロンガン県の教育局は、普通中学校、宗教中学校、TPK
に対して問題なくブロックグラントを配賦できる。しかし、ビトゥン市教育局は内務省通達という

制約を克服して、ブロックグラントを遅延なく配賦するためには、他の地方政府機関との調整を行

う必要がある。 
 セラン県、パンデグラン県は、初年度から REDIP 事業のソーシャリゼーションやモニタリングの

ための予算確保に成功した。両県政府は 2008 年度には APBD 資金を活用した REDIP のための予算

を 2008 年に確保した。両県の KIT は現在どのようにして学校や TPK へのブロックグラントを配賦

できるかについて調整中である。APBD 資金による REDIP は既に県の計画の年次計画に盛り込まれ

ており、今後 RENSTRA にも融合されることが期待されている。 
 
• 州レベル 
 北スラウェシ州教育局は、REDIP に対する州政府の強いサポートにより、ビトゥン市以外の市や

県に REDIP を普及するための予算を 2007 年度は確保し REDIP 普及セミナーを実施した。2008 年

度においても同等の予算を確保できる見込みである。中部ジャワ州教育局にも州政府の強力なサポ
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ートがあり、REDIP 拡張のための予算を 2007 年度は確保し、州内の 5 県において REDIP 活動を実

施した。2008 年度においても同等の予算要求をしている。バンテン州政府は、対象 2 県で REDIP
をモニター、評価するための PLT の予算を 2006 年から確保した。その結果、REDIP は量的、質的

に中等教育を改善するために有効であるとの評価を得たため、同州教育局はレバック県で州政府予

算による REDIP を独自にレプリカすることを決定し、2007 年より REDIP-P 実施のための予算を確

保した。REDIP-P は既に同州の RENSTRA（2007-2012 年）に融合されている。 
 
（３）人材・技術面 

• 県・市レベル 
継続地域の KIT メンバーは総じて REDIP の運営、学校と TPK のファシリテーション、ステーク

ホルダーに対するソーシャリゼーションに関して十分な知識と技能を備えている。残された課題は

地域によって異なる。ビトゥン市では指導主事の能力が不十分な面があるが、これは長年にわたる

REDIP 実施プロセスで培われた強力なチームワークによって解決可能であることが確認された。ブ

レベス県の KIT は指導主事とローカルファシリテーターとの間の効果的な連携を構築中である。プ

カロンガン県は REDIP 担当の指導主事を増員するとともにローカルファシリテーターを配置して

いる。中部ジャワ州では指導主事とローカルファシリテーターの能力強化が協力期間中継続される

必要がある。 
新規地域のセラン、パンデグラン両県とも十分なスタッフの KIT が設立された。しかし、より効

果的な活動、透明性の高い運営のためには KIT メンバーの能力強化が必要とされている。 
 
• 州レベル 
 北スラウェシ州教育局は、REDIP 普及のためビトゥン市教育局と協力している。同州には 10 年

間にわたる REDIP 実施により、研修や普及に活用すべき多くのリソースパーソンが確保されている。

中部ジャワ州教育局も REDIP 普及のためにブレベス、プカロンガン両県教育局やフィールドコンサ

ルタントと協力している。中部ジャワ州の人材に関する唯一の懸念は、州教育局において REDIP
を担当する職員が十分とはいえないことである。バンテン州教育局の人材面の状況は、同州の 2 県

の状況と同様である。さらに PLT の今後の課題として、実施されているさまざまな REDIP
（REDIP-JICA、REDIP-G、REDIP-P）を調整し、これらの方向性を一致させることがあげられる。 
 
• 学校と TPK 
 終了時評価チームは、訪問したすべての学校と TPK の強いコミットメントとオーナーシップを確

認した。教育改善のための効果的な活動実施のために、参加型計画立案、開かれた運営、明瞭な会

計、説明責任の保証を学校と TPK は継続している。県政府による強力なサポートのもと、学校委員

会、TPK メンバー、コミュニティは REDIP の継続に強い意欲を示している。また継続地域の 3 県・

市の TPK は既に制度化済みである。 
 
（４）各レベルの将来計画 

 各レベルにおける REDIP モデルの将来計画を表 4-14 に整理した。 
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表 4-14 REDIP 実施・普及の将来計画 

県・市政府レベル 

ビトゥン市 すべての普通中学校、宗教中学校、すべての TPK を支援するという現状のプログラムを

継続。 

ブレベス県 すべての普通中学校、宗教中学校、すべての TPK を支援するという現状のプログラムを

継続。 

プカロンガン県 すべての普通中学校、宗教中学校、すべての TPK を支援するという現状のプログラムを

継続。 

パンデグラン県 2007 年に APBD 資金による REDIP を 6 郡で開始。REDIP-JICA のガイドラインを APBD

資金による REDIP のために活用しており、今後県内すべての郡に拡張する予定。 

セラン県 2007 年に APBD 資金による REDIP を 5 郡で開始。REDIP-JICA のガイドラインを APBD

資金による REDIP のために活用しており、今後県内すべての郡に拡張する予定。 

州政府レベル 

北スラウェシ州 すべての県・市を対象に REDIP のための普及を実施し、県・市教育局に対して REDIP モ

デル実施のための技術支援を行う予定。 

中部ジャワ州 各県につき 2 つの TPK と 4 つの学校を対象に、現在の 5 県から 5 年後の 2012 年には

33 県に拡張する。ブレベス県、プカロンガン県の元フィールドコンサルタントや県教育局

職員などのリソースパーソンを活用する。 

バンテン州 2007 年にレバック県の 5 郡を対象に REDIP-P を開始した。REDIP-P の実施のための

2008 年度予算も既に確保している。REDIP-P のガイドラインを REDIP-JICA のそれに準

拠して作成した。レバック県はインドネシア国におけるもっとも基礎教育普及の遅れた県

であることから同県に対する集中的な支援を今後数年継続する予定。 

中央政府レベル 

国民教育省 REDIP-G 実施のために、2007 年度の 400 パケット分と比して 250％増の 1,000 パケット

分の予算を 2008 年度は確保し、南スラウェシ州、中部ジャワ州、西ジャワ州に拡張する

予定。対象県・市のすべての郡をカバーするために県政府とコストシェアリングを行う。

中部ジャワ州、西部ジャワ州、南スラウェシ州の州教育局を通じて REDIP-G の普及を加

速化させる。さらに、他ドナーの援助協調による基礎教育セクター・ワイド・プログラム

（ Basic Education Capacity (BEC) and Education System Improvement through 

Sector-Wide Approaches (SISWA)）に REDIP モデルを融合する意向を表明済み。 

 

 

４－６ 結論 

終了時評価にあたり、本調査団は既存資料のレビューと主要ステークホルダーへのインタビュー

を行った。本調査団は「モデルサイトにおいて、地方教育行政は、REDIP モデルを土台として、地

域の教育ニーズに対応した学校運営を推進するために必要な技術と財政的支援を（どの程度）提供

できるようになったか」という評価設問を設定し、この点に着眼して調査を行った。本調査団はイ

ンドネシアの教育環境における REDIP 型プロジェクトの有効性と自立発展性の観点から調査を行

い、結果としてこの評価設問が、現時点において技術的、組織的そして財政的な観点から大部分実
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現されていることを確認した。 
本調査団はまた、本プロジェクトがインドネシアの国家教育政策との整合性を保っており、かつ、

中間評価調査時に改訂された PDM の活動、成果、プロジェクト目標は大部分達成されていること

を確認した。特に、REDIP2 の対象地域（北スラウェシ州と中部ジャワ州）では各対象県により REDIP
ガイドラインの策定・規定化や必要な経費の確保が実現され、財政的、組織的な自立発展性が非常

に高いことが確認されており、これは特筆べきことである。本フェーズからの新規対象地域（バン

テン州）では、県政府から支出されるブロックグラントの割合が、JICA と県政府の間で取り交わし

た合意文書に基づき増加傾向にあり、技術的には完全ではないものの、事業継続に対する先方の高

いコミットメントが確認された。 
しかし、REDIP をリファレンス（参照）モデルとすること、またこれを現地化することを考慮す

るにあたってはいくつかの課題が残されている。他ドナーの援助プロジェクトにも REDIP のモデル

が適用されていることに加え、REDIP-G、REDIP-P そして地方分権化予算による県版 REDIP が開始

されている状況から、本モデルはこのアプローチがインドネシアの教育環境において主体的な学校

運営の改善や地方教育行政のキャパシティデベロップメントに対して有効かつ持続可能なものであ

るという高い可能性を示している。モデルのさらなる地域拡大のために、地方教育行政のキャパシ

ティデベロップメントの強化とモデルの品質保証メカニズムの構築が 2 つの重要な問題である。こ

の問題を解決するためには、中央政府の役割は非常に重要であり、政策面やモニタリング・評価の

面におけるさらなる技術支援が必要になるであろう。 
約 5 カ月のプロジェクトの残り期間、日本人専門家と相手国カウンターパートはインドネシアの

初中等教育の質改善のために、REDIP モデルを継続するための組織的な枠組みの確立や実現可能な

水準で REDIP 型プロジェクトの現地化（特にバンテン州）を行うために、協力して取り組むことが

期待される。 
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第５章  提言・教訓 

 

５－１ 提言  

プログラム実施のための業務指示書や専門家チーム作成のインセプションレポート等、関連書類

に明記されているとおり、REDIP3 は特に対象地域レベルの教育行政官の能力開発に重点を置いて

計画されたものである。これにより、協力終了後、REDIP 型プロジェクトがインドネシアの教育シ

ステムと人的リソースにより、適切に運営され普及されることを目指している。  
評価調査により、中間評価調査以来、質を確保するための能力開発において目覚しい進展があっ

たことが明確になった。現時点において、学校レベルでの教育の質向上に貢献するために、REDIP
モデルの普及は重要になっている。この点において、地方教育行政の継続的な能力開発と中央政府

や州政府の役割を認識することが非常に重要になっている。 
さらに、モデルの導入にあたっては、協力期間終了後においても、それぞれの地方において既存

の教育行政システムの中に REDIP モデルがしっかりと統合されて、メカニズムが機能するように、

異なる地域・組織の特殊性が十分に配慮される必要性がある。 
こうしたことを念頭において、本調査団は、協力期間内や協力期間終了後にモデルが完全に維

持・定着するために、地域の教育事情に応じて質を確保するよう、プロジェクトの残り期間の活動

は、継続的な能力開発とさらなる普及戦略支援に優先的に取り組むことを提言する。  
そのために、以下の点を考慮しつつ、実施強化が図られることが求められる。 

 
（１）プロジェクトの残り期間（短期間での取り組み）  

① バンテン州の出口戦略開発の必要性 
プロジェクトの終了までに、バンテン州では、現在のプロジェクト活動を継続・維持するための

実現可能な出口戦略の策定が行われるべきである。出口戦略は県によって独自に実施されるべく財

政的、組織的な計画を含む必要がある。県の教育開発計画（RENSTRA）もさらなる問題解決のた

めに、REDIP モデルやモデル運用のための組織的な能力開発の強化をその内容に取り込むべきであ

る。  
 
② 指導主事及びローカルファシリテーターのさらなる能力開発 

中部ジャワ州ではローカルファシリテーターが配置され、彼らは当初指導主事が担うと期待され

ていた役割を引き継ぐことになっている。県教育局の技術的な持続性を確保するために、フィール

ドコンサルタントから指導主事やローカルファシリテーターへの技術移転は、学校と TPK のプロ

ポーザル型の活動をある程度の質を伴った形で将来的に継続させるために重要な課題である。 
 

③ 州政府によるモデルの普及のためのさらなるファシリテーションの重要性 
対象州の他県へ REDIP モデルを推進するために、州政府によるさらなる努力が必要かつ重要で

ある。そのためには、州政府が全県に呼びかけて調整することやファシリテーションを行うための

議論や対話の場を持つ必要がある。特に、北スラウェシ州では、州の規模が比較的大きくないこと

からも全県へモデルを普及することは比較的に実現可能な状況にある。 
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④ REDIP モデルの有効性をインドネシアの関連教育機関や他の援助機関へアピールすること 
本調査の結果は、REDIP モデルのアプローチが、主体的学校経営の改善や地方教育行政の能力開

発のために効果的かつ持続的なものである可能性が高いことを示しており、プロジェクトの達成度

と成果は、プロジェクト終了までにワークショップやセミナーを開催したり、ドナー会合の場を利

用したりして、関連するインドネシアの教育機関や他の援助機関に対して広く共有されるべきであ

る。 
 
（２）プロジェクトの終了後（長期的な取り組み） 

① REDIP ネットワーク（REDIP フォーラム）の設立 
異なる地域やレベル（県、州、国）に属する主要関係者間でグッドプラクティス、戦略、取り組

んだ課題を共有することは、彼らの間で健全な競争原理や波及効果を創出するのに効果的であるこ

とが確認された。したがって、ネットワーク化やさらなる経験共有のための REDIP フォーラム設

立などのように、定期的な会合を持つことにより、多様な手段による情報共有や相互学習が模索さ

れるべきである。 
 
② 質を伴った形での現地化とさらなる普及  

プロポーザル式活動の質を確保することは、REDIP 型プロジェクトの成功を握る鍵である。この

点について、各レベル（学校、TPK、県など）の関係者が教育の質を改善するために活動できるよ

うに REDIP モデルの各サイクルに対して、最低限の基準を設けるべきである。現時点で、様々な

種類の REDIP が、国民教育省、州政府そして県政府のイニシアティブで開始されている。JICA に

よる REDIP は主体的学校運営改善や地方教育行政強化のための同様のボトムアップ型アプローチ

にとって、最低限の基準を備えた参照モデルとなるべきである。 
 
③ 主体的学校経営改善や地方教育行政強化のための国家戦略・政策及び中央レベルの REDIP モ

デルプロジェクトをモニタリングする機能の必要性 
JICA による REDIP は REDIP-G、REDIP-P そして県版 REDIP の開始にインパクトを与えた。さら

に、そのアプローチは現在、他ドナーによる主体的学校経営改善のための援助プロジェクトにおい

ても取り入れられている。 この状況のなか、REDIP モデル普及のための国民教育省の役割はより

重要になっており、モニタリングと評価に対する国民教育省の機能はよりいっそう重要になってい

る。他地域への普及や展開時に質を伴った REDIP モデルを維持するためには、国民教育省の能力や

機能といったものが強化されるべきである。そのためには、開発援助機関からのさらなる技術援助

が必要になっている。 
    
５－２ 教訓 

本調査により、先に記した調査・評価結果をもとに得られた教訓は以下のとおりである。これら

は開発調査（REDIP1 と REDIP2）時代の経験も含まれたものである。特に本終了時評価では、REDIP
のアプローチを有効性と自立発展性の面から教訓を結論づけることにする。 
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（１）アプローチの効果 

① 郡単位での TPK の形成と設立 
REDIP の実施を促進するために、開発調査時から各対象郡に TPK が設立された。この TPK は、

郡と学校間のつながりという縦の関係を強くしたとともに、対象郡内の学校間の連携、横の連携の

強化にも貢献した。特に、本プロジェクトでは国民教育省下の普通中学校のみならず、宗教省下マ

ドラサも含まれ、普通中学校とマドラサの学校間交流拡大により、特にマドラサでの教育の質の改

善に寄与した。また、郡という単位は地域特有の問題解決のためのコミュニティによる参画や共同

活動を促すための適切な規模であったといえる。  
 
② 中学校と郡に対する同時並行的な介入 

REDIPでは学校運営員会と郡中学校開発員会という 2つのユニットに対して同時並行的にアプロ

ーチしている。同時に介入したことでスムーズにコミュニティの動員や学校教育の重要性を認識し

たコミュニティによる積極的な参加を導いたといえる。また、2 つのユニットに同時に介入するこ

とで、TPK と学校それぞれの活動において相乗効果を生み出し、さらなる効果を挙げたことがあげ

られる。 
 
③ 対象郡の全中学校に対する一律な支援（選定されたパイロット校ベースの支援ではないこと） 

REDIP の協力対象郡においては、国民教育省や宗教省傘下の公立学校や私立学校のすべての中学

校（4 形態）や郡中学校開発委員会に協力を行っている。そのため、受益者側には、平等に支援を

受けているという感覚を与え、それが、同じ郡内の学校間における交流事業や協力の活性化につな

がっている。また郡内全校に協力を行うことは、臨界点（クリティカルマス）を形成することにつ

ながり、地方教育行政が州や県内の他地域へ普及するための新たな可能性を作り出している。 
 
④ 多層にわたる関係者の巻き込みと、関係者間の役割と責任の明確化 

本プロジェクトは関係する様々なレベルの関係者をプロジェクトの枠組みに多層的に参画させ、

かつそれぞれの果たすべき役割と責任を明確にしている。 
○ 国民教育省（中央政府）：主体的学校経営のために国家政策の観点から REDIP を監督する。 
○ 州教育局：県によって実施される REDIP を監督し、活動を支援し、そして REDIP モデルを

他地域へ普及するための計画を策定する。 
○ 県教育局：プロジェクト活動の実施全過程に主体的にかかわる。  
○ TPK：郡内の全中学校を調整し、ファシリテートする。 

 
⑤ ボトムアップのニーズを支援したこと 

REDIP では、学校と郡という最末端の単位にアプローチし、ボトムアップ（下から）のニーズ

に応えている。これによって、スムーズなコミュニティの動員とコミュニティの積極的な参加を

実現させている。これは REDIP のアプローチが本当に生徒にとって必要である学校活動を民主的

なプロセスを経て実現していることがその要因となっている。また、コミュニティの学校教育に

対する重要性の認識を強固なものにし、学校改善のために寄付や労働力の提供などといった貢献

を引き出し、積極的な行動を実現させている。 
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⑥ プロジェクト実施のためのローカル人材の参画と地方行政との協働作業 
REDIP３では、プロジェクト実施において、現地の人材を積極的に活用している。本プロジェク

トはローカル人材の活用が技術協力のための効果的な手段であることを証明している。ただし、能

力開発のためのファシリテーターとして効果的に現地のコンサルタントを活用するためには、彼ら

の役割が明確に定義されること、かつ重要な関係者によって共有される必要がある。それによって、

協力期間終了後の自立発展性の課題が戦略的にプロジェクト実施中に関係者に取り組まれること

になる。.ローカルコンサルタントとカウンターパートが協働して活動するためのような仕掛けを設

けることは、将来的な持続性やオーナーシップ醸成のためにも重要なことである。  
 

⑦ 透明性と説明責任の導入と実現 
保護者や地域住民の学校活動に対する信頼を確保するために、あらゆる学校活動が透明性と説明

責任を伴うことは重要である。REDIP の活動レポートや会計レポート作成のための研修により、適

切に情報を開示できるようになることが、透明性を向上し説明責任を果たすために有効であること

が示されている。 
 

⑧ ブロックグラントの投入 
学校にて計画された活動を実行に移すために、ブロックグラントはコミュニティからのマッチン

グファンドや他の学校運営補助金と合わせて、最大限に活用されるべきである。ブロックグラント

は学校活動を実現するためだけではなく、地方分権化の中で地方教育行政の OJT 活動的な意味合い

を持ち重要な役割を果たした。ただし、ブロックグラントの投入を検討するにあたり、投入後の自

立発展性を鑑みること、そして被援助国の社会経済的な状況や学校あたりの適切なグラント金額が

慎重に計上・査定されることが前提条件である。 
   
（２）アプローチの自立発展性 

① 中央政府の役割と責任の明確化 
インドネシアにおける国家的な教育改善政策に合致した形で REDIP 型アプローチを維持し、普

及させるために、中央政府が一定の役割と責任を果たすことが重要である。現在の協力対象地域に

おける活動の継続と将来的な対象地域の拡大にあたっては、中央政府は関係者に対して必要な措置

や支援を行う必要がある。 
 
② ガイドライン策定と組織化 

プロジェクトの自立発展性を確保するために、現地の特殊性に即した形で、独立したガイドライ

ンを作成することによって出口戦略を立て、そのガイドラインが県や州の教育開発計画（RENSTRA
や年間学校活動計画）に取り入れられることが肝要である。特に中長期的な視点では、こういった

ガイドラインが各対象県の県知事により公式に組織として認められることが必要である。  
 
③  地方教育行政の能力開発 
学校と郡単位の双方でボトムアップの活動を維持するために、地方教育行政による支援や協力は

各活動を効果的に実施する上で重要である。そのためには、地方教育行政官の能力開発は必要不

可欠である。彼らの積極的な支援があってこそ、学校・TPK と地方教育行政間の良好な関係が構
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築されていく。さらに、これは学校、TPK そして地域の人々からの信頼を得るための重要な要因

である。 
   
④ 関係者への REDIP の有効性に関するアドボカシー 
○ 政治リーダーに対して 
プロジェクト期間中に、REDIP 型プロジェクトの有効性に関する政治リーダーへのアドボカシー

について複数の成功例が見られた。政治関係者の関心を引き上げるためにも、REDIP 型プロジェク

トの推進は地方政府のブロックグラントに対する財政確保を促進させるためにも不可欠であること

が証明されている。本評価により、REDIP 現地化に向けて対象県や非対象県における財政面でのコ

ミットメントが順調に強化されていることが確認されている。これはモデルの現地化を実現するた

めにも重要な要素である。 
○ コミュニティリーダーに対して 
コミュニティからの理解と支援を継続的に得るためにも、コミュニティリーダーに対する学校改

善に資する REDIP 型プロジェクトの有効性に関するアドボカシーは必要である。アドボカシーの観

点から、これら地域の重要な関係者への啓発や彼らを TPK にメンバーとして参画させることが望ま

しい。 
 

⑤ 各対象県とのミニッツの締結 
各行政関係者の役割と責任を明確にするために、対象県と JICA の間でミニッツを締結すること

は、効果的である。ミニッツを交すことで、財政的、組織的な側面において各行政関係者の強力な

関与と主体性を引き出すことができる。 
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